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──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） これより、予算決算

常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は27名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

昨日に引き続き、議案第73号令和５年度弘前市

一般会計歳入歳出決算の認定についてを審査に供

します。

３款民生費に対する質疑を続行いたします。

まず、日本共産党。

◎１番（須藤 江利加委員） それでは、私から

は２項目について質疑をしていきたいと思いま

す。

まず、３款１項１目、75ページでございます。

説明書では73ページに当たりますが、物価高騰緊

急支援給付金というふうに題したのですけれど

も、今回、住民税非課税世帯等に対する給付金と

いうものが、この物価高騰等に含めてたくさんご

ざいまして、関連性が全てにございますので、質

疑の際には関連性のある全てのところで答弁を返

していただきたいと思うのですけれども。

まず、この給付金ですが、昨年実施されたわけ

ですけれども、実際に世帯数が載っているのです
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が、給付されなかった世帯というところの記載が

なかったもので、これについて、当初の見込みと

の比較も併せてお伺いしたいと思います。お願い

します。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 住民税非課税世

帯等に対する給付金の対象になる世帯数のところ

をお答えいたします。

物価高騰緊急支援給付金、３万円のほうですけ

れども、こちらは住民税非課税世帯が対象世帯数

２万5798世帯に対し、給付世帯数は２万3138世

帯、給付率は89.7％となっております。

住民税均等割のみの課税世帯は、対象世帯数

4,529世帯に対し、給付世帯数が4,293世帯、給付

率は94.8％となっており、家計急変世帯は21世帯

から申請があり、いずれも世帯収入が非課税世帯

相当の収入額以下であったことから全世帯に給付

しております。

次に、７万円の物価高騰緊急支援給付金及び上

乗せして支給した物価高騰に伴う臨時冬季生活支

援給付金につきましては、対象世帯数が２万5665

世帯、給付世帯数が２万3167世帯、給付率は90.3

％。生活支援臨時給付金につきましては、対象世

帯数が4,046世帯、給付世帯数が3,666世帯、給付

率は90.6％。子育て世帯生活支援臨時給付金のう

ち、住民税非課税世帯は対象世帯数が2,285世

帯、給付世帯数が1,930世帯、給付率は84.5％。

住民税均等割のみ課税世帯は、対象世帯数が769

世帯、給付世帯数が692世帯、給付率は90.0％と

なっております。

◎１番（須藤 江利加委員） 御答弁ありがとう

ございます。

再質疑なのですけれども、今のパーセンテージ

をお伺いする限り、100％は難しいのかもしれま

せんが、89.7％であったり、84.5％であったり

と、何か全体的に満遍なく行き渡ったイメージが

あまりなくて、前回も質疑をいろいろしてきてい

ることもあるのですが、プッシュ式でやることに

よってスムーズな給付がなされるというような答

弁を頂いたことがあるのですが、これをもってし

ても今回そのような状況であることについて、市

のほうで課題であったり見解というのはどういう

ふうに考えていらっしゃるのかお答えください。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 申請がなかった

世帯に関してということでございます。令和５年

度に給付金を支給する際には、市ホームページや

広報ひろさきなどによる周知のほか、視覚障がい

者の方には確認書等を送付する際に重要なお知ら

せであることを知らせるための点字シールを貼っ

て対応いたしました。このほか弘前市民生委員児

童委員協議会の定例会において事業概要を説明し

て、障がい者をはじめ、地区の見守り対象となっ

ている方などから相談があった際には市へ連絡す

るように依頼しておりました。また、広報不足で

あるという声を受けまして、片道方式のプッシュ

型を導入するとともに高齢者施設や障がい者施

設、成年後見人の方などに対しても広く制度の周

知を図っております。

今後、新たな給付金が支給されるかにつきまし

ては現段階では未定ではありますけれども、実施

の際には様々な取組により制度の周知を進めてま

いります。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

今、答弁いただいたとおり、やはり給付金は皆

さん待ち望んでいるものもたくさんあったと思う

のです。せっかくの市の取組でもありますので、

今後行われるかどうかは今は分からないという答

弁でもありましたけれども、行われる際にはより

スムーズに的確に多くの方に給付が行き届くよう

に対応していただきたいと思います。

それでは、次の項目をお伺いしていきたいと思

います。
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３款３項１目、生活保護適正実施推進事業につ

いてお伺いいたします。88ページで、説明書が

100ページにあります。

今回、説明書をいろいろと拝見してきました

が、内容の中にジェネリック医薬品未使用世帯へ

の指導件数というものが78件と記載がありまし

た。この指導というのは具体的にはどのようなこ

とをされているのかお答えいただきたいと思いま

す。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 生活保護適正実

施推進事業に関しての御質疑でございます。

適正実施推進事業は業務が幅広くありまして、

その中に医療扶助の適正化を推進するということ

で、ジェネリック医薬品の使用促進もございま

す。

生活保護の医療扶助におきましては、生活保護

法第34条第３項において後発医薬品を使用するこ

とが原則とされております。医師が医学的知見に

基づいてジェネリック医薬品の使用を認めている

場合は、原則的にジェネリック医薬品を使用する

ように医療機関や薬局に対して周知徹底すること

とされておりまして、保護受給者に対しても説明

することとされております。

しかしながら、先発医薬品が必要であると主治

医が判断した場合には先発医薬品の使用も認めら

れております。また、薬局にジェネリック医薬品

の在庫がないですとか、ジェネリック医薬品のほ

うが先発医薬品よりも高額であるといった場合も

先発医薬品の使用が認められております。

市では、調剤薬局の報告書とレセプトデータに

よりジェネリック医薬品の使用状況を調査してお

り、調査結果を基に担当ケースワーカーが家庭訪

問等の際にジェネリック医薬品への切替えを指導

しているものです。指導の際には医師の判断の下

であるということですとか、安心して使用できる

ことなどを伝えて、保護者が不安にならないよう

に丁寧に対応してまいります。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

生活保護法第34条の原則に基づいて行っている

ということでありましたし、家庭訪問の際に指導

されているのかなというふうにお伺いしたのです

けれども、ここが大変重要でして、私も調剤薬局

で長年、私以外の職員からも聞いたことがたくさ

んあるのですが、対象者の方というのは実際に指

導された場合、別に強制的にやってくださいとか

そういうふうには言っていなくても、言われたか

らやらなければならないというふうに考えてしま

う人も実は非常にいるのです。薬局の窓口のほう

にも、実際にいらっしゃった方でジェネリックに

どうしても変えないといけないみたいだというふ

うに言ってくる方も現実にはいらっしゃって、実

際のところはドクターの判断とか薬剤師もしっか

り中に入って確認していますので適当にはなされ

ないものではあるとは思うのですけれども、この

指導というのは本当にちょっと気をつけてやって

いただかないと、注意深くやっていただかないと

患者にとっては強く言われた、どうのというのは

人それぞれになりますので、本当に細心の注意を

払っていただきたいと思います。

もう一つ、すみません、再質疑になるのですけ

れども、説明書のジェネリックの下のところに書

いてありました収入資産調査件数と扶養能力調査

件数というのもちょっと見たところ、件数だけを

見ると大変な件数をこなしていらっしゃるように

思うのですが、この件数をこなすに当たって、具

体的にどんなことをされているのか、どういうも

のなのかという内容の詳細をお伺いしたいと思い

ます。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 収入資産調査件

数に関してお答えいたします。

生活保護を新規申請した方の預貯金の残高や資
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産を調査した件数を計上しているものであります

が、令和５年度は新規申請が522世帯ありまし

て、調査件数は、多い順に生命保険等の加入状況

調査が9,066件、銀行等の預貯金調査が4,181件、

年金・手当関係が337件、資産関係が147件、税関

係が113件などとなっております。

扶養能力調査件数の内訳についてお答えいたし

ます。

扶養能力調査件数につきましても、生活保護を

新規申請した方に関する調査件数を計上しており

ます。申請した方の親子、兄弟、姉妹等につい

て、申請者本人や扶養義務者への聞き取り等によ

り扶養能力を調査して援助要請をしているもので

ありますが、調査の結果、1,235件のうち、直接

照会の実施対象とした方は537名、扶養の履行が

期待できないとして扶養照会しないという判断を

した方が698名でありました。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

最後にもう１点だけちょっとお伺いしたいの

が、件数の詳細は今の御答弁で分かったのですけ

れども、これというのは担当課のほうで全てやっ

ていらっしゃるということになるのでしょうか。

すごい件数だったもので、これを１年間で生活福

祉課のほうでやるというのは、どういうふうにこ

なしているのか、ちょっと想像があまりつかな

かったところもありまして、分かればお願いしま

す。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 新規申請の際の

調査に関しては、各地区担当のケースワーカーが

調査しております。資産に関しては、各事業所と

いいますか、役所関係であれば文書等で直接やり

取りいたしますし、生命保険とか銀行等の調査も

基本的には郵送で調査依頼して回答を集計すると

いうことにしております。扶養調査は、扶養照会

した件数が令和５年度は537名おりましたけれど

も、訪問して実地調査したのが21件、文書による

照会が516件、これらも全て地区担当のケース

ワーカーが調査しております。

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、創和・公明。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 私からは、３款１

項１目、決算説明書71ページ、決算書74ページか

ら75ページの民生委員活動費についてちょっとお

伺いします。

昨日、成田委員のほうから同じような質疑が

あって、大分理解して分かったのですけれども、

私のほうからもう少し深掘りというか、詳細なこ

とをちょっとお伺いいたします。

民生委員は定数397人に対して369人ということ

で、まだ28人ほど足りないというふうな答弁でご

ざいました。民生委員の年齢構成は、まずどうい

うふうな年齢構成の人がなっているのかお伺いし

たいと思います。

それと地区によっての充足数、地区によって多

分、何人とかと決めて、そういうふうなことに

なっていると思うのですけれども、それはどうい

う状況で、どこの地区が足りないとかというふう

なことが分かるのであれば、それをお伺いしま

す。

それと民生委員協議会などで、その民生委員の

仕事に対する多忙感であるとか、いろいろなこと

に対する意見、民生委員の各地区というか、協議

会での声とか、そういうふうなことを、どういう

ふうな要望というか、市に対してそういう声が上

がっているのか、まずその辺をお伺いいたしま

す。

◎福祉総務課長（秋田 美織） お答えいたしま

す。

初めに、年齢構成でございます。

まず、民生委員児童委員の平均年齢は68.5歳と

なっておりまして、年齢別の分布を見ますと60歳

未満が46名、60歳代が130名、70歳代が193名と
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なっております。

続いて、地区別の欠員の状況でございます。

現在、地区別の欠員が一番多くなっております

のが文京地区、続いて岩木地区となってございま

す。

民生委員児童委員協議会の中での民生委員から

の声でございますけれども、多忙感というのは、

民生委員本来の業務というよりは、季節柄、敬老

大会への対応が地域においては民生委員が中心に

なって活動されているということもありまして、

その出欠確認が非常に大変であるという声はござ

います。

活動費につきましては、年々増額を図っており

ましたので、地区の町会連に伺ったときには、そ

の金額についての要望というのは多数挙げられま

したが、民生委員本人からはあまり直接的には伺

うことはございません。

そのほか、やはり欠員については、町会の方を

含めて、民生委員たち御本人方も自分のところは

まだいいのだけれども、後任の方が見つからな

い、これを見つけるために町会と一緒になって検

討していく必要がある、そういった声は非常に多

くなってございます。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 敬老大会のそうい

うふうなことに対する仕事が負担になっているよ

うな声というのは私も実際に聞いております。そ

ういう意味で、今後民生委員が改選というか、任

期３年で、次の民生委員の多分そういう任命の時

期というのは、令和７年度中に来ると思うのです

けれども、それに対して、昨日の答弁ではちょっ

と検討しているような話がございましたが、民生

委員の充足数を保つために、今後、市独自のそう

いう検討も必要だと思うのですけれども、国ある

いは厚労省に対して、市長会あるいは東北市長会

などを通して、民生委員がやはり、非常に充足数

も足りないし、そういう制度的に課題があるとす

れば、そういうふうなことをやっていくべきだと

思うのですけれども、その辺についてはどういう

お考えなのでしょうか。

◎福祉総務課長（秋田 美織） 要望活動につい

てお答えをいたします。

まず、これまでに実施した要望活動について説

明させていただきますが、平成30年度、令和元年

度においては、東北市長会に対して、民生委員児

童委員の拡大する役割に応じた報酬制度の創設

を、また、令和元年度から３年度にかけまして

は、青森県に対する重点要望として、国に対しボ

ランティアを原則とする民生委員制度の抜本的な

見直しを図るよう要望することと、地方交付税に

参入されている民生委員活動費年額６万200円を

活動費として支弁するこの２点を要望してまいり

ました。

その後、令和４年12月に実施された民生委員の

一斉改選において、全国的に欠員が増加したこと

から、国において民生委員の選任要件について検

討が進められており、現在はその公表内容を注視

しながら、市において現行制度の下でできる見直

しを図っております。

昨日御紹介をいたしました民生委員の候補者の

推薦に当たり、次選の新しい検討策を併せて、来

年度の一斉改選に向けて、これまでの皆様の御意

見を踏まえ、推薦の手続が円滑に進むよう、町会

に対しても丁寧な説明を繰り返してまいりますと

ともに、民生委員の担い手の確保に努めてまいり

たいと考えております。

◎１４番（畑山 聡委員） 私からは、３款１項

３目、78ページで、説明書の86ページの、去年も

同じことを聞いたと思うのだけれども、敬老大会

事業費補助金についてちょっとお伺いしたいと思

います。

この説明書にも出席者・欠席者の人数が書かれ

ています。その補助金も書かれています。大会に
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出席すると、たしか１人当たり2,040円くらい

だったかな、頂いて、欠席する人には610円とい

うことでお金を頂いています。今、民生委員、民

生委員協力員の話も出ましたが、みんな協力して

いただいて、今、町会に全部やってくれと来るの

で、とてもやり切れないので、みんなで力を合わ

せてやっているところでございますが、いつも何

で悩むかというと、610円で何をしようかと。今

やっているのはお茶のパック、税込み600円で何

とかしてくれと、のし紙をつけてくれと、それを

１件ずつ、１人ずつ配って、おめでとうございま

すと言って回っているのが現状です。敬老大会に

出る人は2,040円かな、2,040円ではとても足りな

いので、昔、高齢者をばかにしているのかと言っ

た方がいらっしゃいました。これは事実です。こ

んな物を出して、もう出ないと言って、そういう

方もいらっしゃいました。別に高齢者だから偉い

ということでもないけれども、敬老大会という名

前だけはすばらしいけれども、2,040円の費用で

はとてもできないので、我が町会ではこれにプラ

スアルファして、少なくとも倍くらいの費用で

やっています。世話をする人も必要ですので、そ

の世話をする人の分も用意しなければいけない。

余計なことですけれども、アトラクションもやっ

ていますので、アトラクションで１人呼んでき

て、その方にも謝礼をあげたりして、町会からの

出費もかなり多い。

何を言いたいのかというと、敬老大会に出ない

人のお金を、敬老大会に出る人のお金に、この金

額では帯に短したすきに長しという、中途半端な

金額ではないかなといつも思うのです。どうして

も町会からの持ち出しというのは、そのために予

算も組んでいますが、いつも悩むところなので

す。

だから、敬老大会に出ないという方のお金を敬

老大会に出るという方のために流用することはで

きないかと。

ということで、令和５年度はこういうふうにし

てやったということなのですが、何かその点につ

いて、そういうふうな意見もあるということで、

どのようにお考えなのか。

◎介護福祉課長（工藤 信康） 敬老大会事業費

補助金について、出席者2,040円、欠席者等に対

して610円ということで不足であるということ

で、町会からの持ち出しが多数あるので、欠席者

の分を出席者のほうに回せないかということでの

御質疑だと思いますけれども、市では出席者は１

人2,040円、欠席者や記念品配付のみの方は610円

という単価の扱いをしており、総合的な金額を各

地区社協や町会等に配付している形になっており

ます。その予算の中での多少の融通については、

特に必ずそれ以上でなければいけないということ

で定めておりませんので、その範囲の中であまり

失礼のない金額の中で配付を、使っていただけれ

ばと思っております。

◎１４番（畑山 聡委員） 今のお話ですと、市

では別に縛りをかけているわけではないと、一応

基準として社会福祉協議会にお金を出す際にこう

いう基準で出していると。あとは柔軟に社会福祉

協議会が、例えば我々が要望すればそういうふう

なことに柔軟に対応することに、別に縛りを必ず

しもかけているわけではないという意味で理解し

てよろしいでしょうか。

◎介護福祉課長（工藤 信康） 対象となる人員

及び欠席者については、請求書の形で請求してい

ただいて、支給された金額の中で実施する団体で

上手に高齢者のためにお使いいただければという

ことになっております。

◎１４番（畑山 聡委員） 今のお話をしっかり

と受け止めました。ありがとうございました

◎１５番（石山 敬委員） 私からは、３款１項

１目、74、75ページ、説明書76ページの生活困窮
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者無料職業紹介事業についてお伺いします。

説明書を見ますと就労件数が55件となっており

ますが、近年の就労件数や推移について、まずは

お伺いします。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

まずは就労件数とか推移というところでございま

す。

令和５年度の就労件数は55件となっておりま

す。また、令和５年度を含む過去３年度の実績で

ございます。令和３年度は60件、令和４年度は78

件となっております。

その推移でございますけれども、やはりこれは

企業の有効求人倍率に結構左右されるところはご

ざいます。令和３年度後半から令和４年度は、コ

ロナ明けということもございまして、有効求人倍

率も大分高かったものと認識しております。それ

に伴ってうちほうの件数も上がったと。逆に令和

５年度につきましては、その反動でもないので

しょうけれども、人材需要が多少落ち着いてきた

というところもございまして、当センターの就労

件数も減少傾向にあったものと認識しておりま

す。

しかしながら、仕事探しの相談自体は減少傾向

にあるものではございませんので、やはり多様な

企業開拓を進めて一人でも多くの就労の支援をし

てまいりたいと思っているところです。

◎１５番（石山 敬委員） ちょっと確認なので

すけれども、この説明書に、ただいまの就労件数

55件とあったのですけれども、説明書を見ますと

求人数が19人、新規求職者数が23人ということ

で、この55件というのと、その求人数という数字

がちょっと合わないような感じがするのですけれ

ども、この辺をちょっと説明いただけますか。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

こちらの就労件数の55件ですけれども、延べとい

うところもございまして、一人で複数の、１年間

で２社、３社受かる方もいらっしゃいますし、ま

たうちほうの無料職業紹介事業以外にも相談に来

た方で、方法としてハローワークを選択された方

もいらっしゃいますので、そういった方で、いず

れにしても当センターに相談があった方で就労に

結びついた件数ということで御理解いただければ

と思います。

◎１５番（石山 敬委員） 分かりました。

先ほど、新規の企業開拓に努めていくというお

話があったのですけれども、登録企業の状況につ

いて、企業開拓はどのように実施しているのかお

伺いします。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

当センターの企業開拓でございます。

基本的にはハローワークに求人を出してもなか

なか人材が集まらないといった企業を対象に実施

しております。具体的な方法といたしましては、

就労支援員が、インターネットでハローワークの

求人票とかを見られるのがございますので、そう

いった求人票を頻繁に出している企業に連絡させ

ていただいたりとか、あと公共職業安定所、労働

局と、市が連携してミニ面接会という形で毎月実

施している事業がありますので、そういったとこ

ろに来る企業、そういった方とコンタクトを取っ

て、当センターの事業を紹介するなどして、多く

の機会を捉えて、企業と連携して開拓を図ってい

るというところになります。

◎１５番（石山 敬委員） 分かりました。

ちなみに登録企業は、どのような業種があるの

でしょうか。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

業種でございますけれども、農業とか、福祉関係

――介護とかといった福祉関係。また、清掃、あ

と警備、あとスーパー、木材加工、またクリーニ

ング、そういった企業の区分けでいきますと、全

部で19の業種がございます。
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◎１５番（石山 敬委員） ちなみに登録企業の

情報発信というのはどのように行っているのか。

また個人的に求人数がちょっと少ないように感じ

るのですけれども、そういったところの課題とか

はありますか。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

登録企業の情報発信というところでございます。

登録企業の情報発信となりますと、どのような

求人があるのかと、どういう企業が登録されてい

るのかと、この二つになるのかと思いますけれど

も、登録企業にどういう求人があるかということ

に関しましては、やはり無料職業紹介において

は、人手不足にお困りの事業所と、ひとり親で

あったり、介護とかといった様々な事情を抱え

て、ハローワークに出ている求人票だとなかなか

条件が合わないといった方の個別の事情を踏まえ

て、当センターで企業と相談者と調整を行って、

オーダーメードの求人票を出す形を取らせていた

だいております。そのため、ハローワークと同様

の求人票を掲載した場合、相談をそれで諦めると

いう方がいる可能性もあるため、まずは個別の事

情を相談いただくために、求人票の内容というの

は積極的に情報発信はしていないというところで

ございます。

あと、どのような事業所が登録しているかとい

うところにつきましてですけれども、現在、登録

企業が63社あるのですけれども、登録していただ

くときにホームページに載せるとかそういうふう

なお話はさせていただいていないので、とはい

え、委員が今おっしゃるとおり情報発信を、どう

いう企業がうちに登録しているかというのは大事

だと思いますので、今登録いただいている事業所

に個別にちょっと御相談いたしまして、情報発信

について御理解いただきながら、できればこうい

う企業がありますよというところで情報発信を、

ホームページとかで掲載できればいいかなと思っ

ております。

あと、求人数が少ないというところでございま

すけれども、やはりこれも事業の流れに大きく関

わってくるものでして、先ほどちょっと言いまし

たが、求人票については登録企業から提出しても

らうことにはなるのですけれども、そのタイミン

グというのは相談者が見学とか就労体験をした

後、相談者が当該企業に就労を希望した場合、面

接とかを希望した場合にオーダーメードの求人票

を出していただくという形を取らせておりますの

で、当センターに相談している登録企業以外の求

人を本人が望まれた場合は、当センターの求人数

には反映されないため少なくなっているのかなと

いうところでございます。

しかしながら、当センターといたしましても、

引き続き企業開拓を推進していきまして、魅力あ

る企業の情報を発信するとともに、既存の登録企

業におきましても相談者のそういった様々な条

件、状況に合わせてオーダーメードの求人票を組

んでいただける企業もございますので、そういっ

た情報をしっかりと伝えてまいりたいと思ってお

ります。

◎１５番（石山 敬委員） ありがとうございま

した。

私も個人的に保護司活動とか、あと議員活動を

通じて、いわゆる生活困窮者という方々と出会う

機会があって、仕事応援センターにも度々お世話

になっているのですけれども、やはりそういう

方々は、私が会った限りでは、すごく就職に、こ

れをやりたいとすごくこだわりが強くて、先ほど

19業種があるということで、ちょっと安心したの

ですけれども、これをやりたいという業種がもっ

と幅広くあれば、社会進出のバックアップができ

るのかなというふうに思いますので、これからも

ハローワークとか、あと商工等の様々な部局と連

携をして、生活困窮者の方々が一般の日常の生活
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ができるようなバックアップをしていただければ

というふうに思います。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは、３款１項

１目、説明書72ページ、避難行動要支援者の避難

支援に係る地域ミーティングについてお伺いいた

します。

この説明書によると、要支援者本人と家族以外

にも、町会関係者、民生委員などに加えて、対象

地域以外からも80名が参加しており、どの地域に

住んでいても、防災について関心度が高い。ま

た、地元紙に掲載された記事の大きさから見ても

注目度が高いと感じました。

まず、今回行ったミーティングについて、具体

的な内容をお聞かせください。

◎福祉総務課長補佐（金川 浩人） 地域ミー

ティングの具体的な内容についてお答えいたしま

す。

地域ミーティングは、災害リスクの高い岩木川

沿いの四つの町会を対象に個別避難計画作成推進

に向けた防災意識の向上と実効性のある計画作成

を目的に開催したものでございます。

ミーティングでは、まず参加者全員で当市の災

害リスクについて共有をいたしましたほか、先進

地の個別避難計画作成に係る取組の動画を視聴い

たしました。その後、町会ごとに分かれてグルー

プワークを実施いたしました。グループワークで

は、まず避難行動要支援者本人の生活状況や障が

いの特性など心身の状態をお伺いした上で、避難

する際の経路、移動方法や避難所生活においてど

のような不安や課題があるのかといったことを共

有いたしました。そして、その不安や課題に対し

て、いつ、どこへ、誰と、どうやって避難をする

のか、事前にできることは何か、そういったこと

を具体的に意見を出し合い、避難計画について話

合いを行ったというものでございます。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。

この避難行動要支援者である当事者や町会関係

者など、参加者の意見や感想を含めてどのような

成果があったかお聞かせください。

◎福祉総務課長補佐（金川 浩人） 成果につい

てお答えいたします。

要支援者と支援関係者が直接意見を交わすこと

で実効性のある計画づくりが進んだほか、対象地

域以外からも多くの方に見学をいただきまして、

計画作成の全市展開に向けて機運の醸成が図られ

たものと考えております。

また、グループワークに参加した要支援者とそ

の家族の方からは、感想といたしまして、地域の

人とつながりをつくれたこと、障がいの特性を

知ってもらえたことが一番の収穫であると。これ

からは遠慮せずに地域に関わっていこうと思った

といったことをお話しされておりまして、また、

町会関係者の方からも、これをきっかけに新たな

接点が生まれて、地域内での関係構築につながっ

たとの声を頂いております。

市といたしましては、地域ミーティングを通じ

て計画の作成に取り組むことは、避難行動要支援

者が自助の力を高めるだけではなく、共助の基礎

となる地域防災力の強化や希薄化しつつある地域

コミュニティーの強化、そういったことにもつな

がったものと考えております。

◎３番（志村 洋子委員） 今回やったのは４町

会ということでしたが、今後ほかの町会も含めて

開催するとか、定期的にミーティングを開催して

いくのかをお聞かせください。

◎福祉総務課長補佐（金川 浩人） 今後につき

ましてですけれども、私どもといたしましては令

和７年度までに優先度の高い方々の計画作成完了

を目指して、補正予算にも計上いたしました地域

支援者の確保を目的とする支援会議を各地区にお

いて開催する予定としております。



－ 325 －

参加者は、地域ミーティングと同様に要支援者

本人及びその家族のほか、町会関係者、民生委

員、福祉専門職といった方々などを想定しており

ます。

◎３番（志村 洋子委員） 障がいのある方、ま

た医療的ケア児の保護者など、避難行動要支援者

の登録自体を知らない方も少なくないので周知を

お願いしたいと思いますが、対策があるかをお聞

かせください。

◎福祉総務課長補佐（金川 浩人） 周知につき

ましてお答えいたします。

名簿にまだ登録されていない方のうち、医療的

ケア児の子供たちも含めて、優先度の高い方につ

いては制度周知を兼ねて、名簿登録や計画作成の

意向確認を行う文書を個別に送付することとして

いるほか、市のホームページや広報紙のほか、制

度に関するパンフレットの作成・設置などにより

周知の強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。次に移ります。

３款１項１目、説明書の76ページ、生活困窮者

就労準備支援事業についてお伺いいたします。

まずはこのＷａｎｃｈｉｃａが開催されたペー

スについてお聞かせください。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

Ｗａｎｃｈｉｃａの開催のペースでございます。

令和５年度のＷａｎｃｈｉｃａの開催について

は、令和５年４月、７月、10月、12月、令和６年

に入りまして、２月、３月の計６回となっており

ます。おおむね２か月から３か月に１回のペース

で開催しておりました。

◎３番（志村 洋子委員） 私は６月の一般質問

でひきこもり状態と想定される方々の数からする

と、もっと回数を増やしてもいいように考えるの

ですが、回数を増やす計画があるかお聞かせくだ

さい。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

Ｗａｎｃｈｉｃａに関しましてですが、令和４年

度より、働きづらさとか生きづらさ、こういった

ものを感じている方に対して居場所づくりの必要

性を確認するために実証実験として開催しており

ます。その結果、やはり困窮されている方、ひと

り親の方、障がいの疑いのある方、ひきこもり状

態にある方など、延べ144名の方の様々な属性を

持つ方に参加いただき、その属性を問わない居場

所といったものの重要さを認識したところであり

ます。

また、実証実験に御協力いただいた小林紙工に

おいては、本年４月より、独自に働きづらさなど

を感じている方を対象に厚生学院でＲａｓｈｉｋ

ｕを開催していただいております。

それに伴いまして、市といたしましては、Ｗａ

ｎｃｈｉｃａについては一定程度目的を達成した

ものとして実証実験を終了しておりまして、今後

Ｗａｎｃｈｉｃａを実施する予定はございませ

ん。

しかしながら、一方でＷａｎｃｈｉｃａで得ら

れた知見もたくさんございまして、そういったも

のを令和６年度の支援メニューに反映しておりま

す。例えば、就労経験のない方に関しては、仕事

のイメージといったものをつかんでもらうことを

念頭に、８月に簡単な農作業に参加してもらって

農作業体験をしてもらったりとか、また、９月18

日から20日、最中やっているのですけれども、ヒ

ロロスクエアにおいて「趣味の世界でつながろ

う！」ということで、Ｗａｎｃｈｉｃａ同様、属

性を問わない場所として、そういった様々な方が

集まれる空間を、ちょっと３日間ですが実施して

いるところです。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

す。このＷａｎｃｈｉｃａへの、実際にひきこも
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り状態にある方の参加者数、また割合について把

握していればお聞かせください。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

令和５年度のＷａｎｃｈｉｃａへの参加者は実数

で76名となっております。参加者のうち、当セン

ターの面談等によってアセスメントした結果、ひ

きこもり状態にあった方というのは８名となって

おりまして、全体の約１割程度がそういった状態

にあったものと認識しております。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

す。

この協力企業である小林紙工が独自に行ってい

る居場所づくりＲａｓｈｉｋｕが今年４月に開所

して以来、非常に好評で、先日私も見学をさせて

いただきました。管理者から説明を受けてきたの

ですけれども、現在登録者数168人と３か月前よ

り約30人増えておりました。参加者が非常に多く

て大きな戦力になっているというお話をされてお

りました。この作業している方々は、実際、担当

者から説明を真剣に聞いて、自分のペースで、し

かも高い集中力で作業をされておりました。来所

時間と退所時間を記入するノートがあるのですけ

れども、それを見せていただいたら、ほとんどの

方が10時に来て、４時まで滞在されているという

ことで、ここは定員が30人なので、来所しても席

が確保できず帰る方も少なくないということをお

話しされておりました。

こういった居場所づくりについて、行政も協力

して連携していく考えがあるかお聞かせくださ

い。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

Ｒａｓｈｉｋｕを利用する際には、一番最初にＲ

ａｓｈｉｋｕの初回受付票といったものを記載し

ていただくこととしております。その際に、項目

の一つに相談支援機関の利用を希望されるかどう

かという項目がございまして、そちらを希望され

た方につきましては、当センターを御紹介いただ

きまして、当センターでアセスメント等として必

要な制度につながるようにしております。

また、本年７月からは、毎月第２木曜日はＲａ

ｓｈｉｋｕの出張相談と位置づけまして、相談支

援員が２名、午前10時から12時の２時間にはなる

のですけれども、Ｒａｓｈｉｋｕに行かれている

方の中で何かしら相談したいという方の相談を受

け付けております。

その結果、２名の方が一般就労を目指しまし

て、これから始まる就労準備支援事業の講座の利

用に至っております。

今後も、やはりＲａｓｈｉｋｕのああいった機

会は非常に重要なものと思っておりますので、事

業者とは適宜コミュニケーションを図りながら連

携してまいりたいと思っております。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。次に移ります。

３款１項２目、説明書の83ページです。障がい

理解啓発事業についてお伺いいたします。

今回、この障がいのある当事者が講師となっ

て、小学校２校で開催されたようですが、具体的

な内容をまずお聞かせください。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） 具体的な内容

でございますけれども、令和５年度に実施した障

がい理解啓発事業については、10月30日に福村小

学校の３年生、令和６年１月25日には城東小学校

の５年生を対象とした聴覚に障がいのある方と手

話通訳者を講師として出前講座を開催しておりま

す。

講座では、聴覚障がい者の生活の様子やコミュ

ニケーションの方法を紹介したほか、手話や指文

字を学んだり、言葉を使わず身ぶりや手ぶりだけ

で出題された果物を当てる伝言ゲームなど、児童

が楽しい経験を交えながら障がいのある方と直接

交流して、障がいへの理解を深めたところであり
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ます。

子供たちからは「耳が聞こえない人と話すとき

に手話や指文字を使うことが分かった｣｢いろいろ

な方法でコミュニケーションを取れることが分

かった｣｢耳が聞こえない人が道で困っていたら助

けたい」など、多くの感想が寄せられたところで

あります。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

す。

市内に小中学校は48校あるのですが、開催が２

校にとどまっている理由があればお聞かせくださ

い。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） 本事業は、令

和４年度からモデル的に取り組んでおりまして、

初年度は小学校１校、令和５年度は小学校２校

と、少しずつではありますが開催校は増えてきて

おります。

開催に当たりましては、講師となる障がいのあ

る方の事情のほか、学校側では授業や行事がある

中での日程調整など、学校側の御理解、御協力を

いただきながら開催しているところでございま

す。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

す。

今回、手話ということだったのですけれども、

座学だけでなくて、例えば困っている人に自分か

ら声をかけるとか、車椅子に実際に触ってもらう

とか、児童生徒が車椅子に乗ってもらう体験と

か、そういう実践できる内容があれば、より一層

理解が進むと考えるのですが、企画できるかお聞

かせください。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） これまで聴覚

に障がいのある方を講師として実施してまいりま

したが、視覚障がいや肢体不自由など、ほかの障

がい分野についても理解啓発を行っていくことは

非常に大切なことと捉えております。子供たちが

興味を持って楽しく学んでくれるような内容で開

催できるように考えてまいります。

また、弘前市社会福祉協議会では児童生徒の福

祉体験学習を実施しておりまして、夏休みや冬休

み中の児童生徒を対象にしまして、社会福祉への

関心や理解を深めてもらうことを目的に、車椅子

の操作の体験などの体験学習を行っているところ

でございます。

今後ともより多くの児童生徒に障がい理解が進

んでいくように取り組んでまいりたいと考えてご

ざいます。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。

実際、この障がいのある当事者から偏見・差別

のない社会づくりをしてほしいという声が届いて

おりますので、純粋な心を持つ子供が自ら率先し

て困っている人に声がけができるよう、今後もよ

り多くの児童生徒に啓発するよう取り組んでほし

いと思います。では次に移ります。

３款２項１目、決算書83ページです。保育所等

送迎用車両安全装置設置事業費補助金についてお

伺いいたします。

これは令和４年に静岡県牧之原市において、認

定こども園の園児が送迎車両に置き去りになって

熱中症により亡くなるという痛ましい事案を受け

て、安全管理徹底プランとして安全装置を設置す

るための補助金だと認識しております。説明書の

93ページを見ますと、保育所11施設、認定こども

園11施設の計22か所となっていますが、対象施設

の送迎車両に安全装置が設置された件数、割合を

お聞かせください。

◎こども家庭課長補佐（太田 宏之） 本事業は

保育所等が所有しております送迎用車両への安全

装置の設置につきまして、送迎用車両への子供の

置き去りを防止するため、令和５年４月から安全

装置の設置が義務づけられたものであります。



－ 328 －

本事業につきましては、対象となる車両を所有

する保育所等に対しまして、安全装置の設置に係

る経費を１台当たり17万5000円を上限として補助

するものであります。

市内の対象施設22施設が保有しております安全

装置の設置が必要な車両25台については、全て令

和５年度中に安全装置の設置が完了しておりま

す。

◎３番（志村 洋子委員） この安全装置を設置

する対象となる車両にもし基準があればお聞かせ

ください。

◎こども家庭課長補佐（太田 宏之） 対象とな

る車両の基準ということですが、車両の座席が２

列以上の車両ということになります。ですので、

３列以上の車両が対象となるものでございます。

◎委員長（佐藤 哲委員） 以上で、通告による

質疑は終了いたしました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、弘前さくら未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、日本共産党の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、奏望会の御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、創和・公明の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、櫻鳴会の御質

疑ありませんか。

◎２２番（松橋 武史委員） 85ページ、３款２

項４目、弥生学園指定管理料になるのですが、弥

生学園において、車椅子が前年度に当たって購入

または寄贈されたことがあったのかどうか確認さ

せていただきます。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） こちらですけ

れども、車椅子の寄贈等があったということはご

ざいませんと認識してございます。

◎２２番（松橋 武史委員） それでは、弥生学

園では購入されていないということでありました

けれども、十分な数が配置されていると認識して

もよろしいでしょうか。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） こちら、例え

ば仮に入所されている児童で車椅子が必要な場合

は当然こちらにも御相談等はございます。その場

合、今回、今のに当たっては、特にこちらのほう

へ車椅子等の必要性の部分について御相談等はご

ざいませんので、私どもでは今のところ、そうい

うものが必要な児童等はいらっしゃらないものと

認識しております。

◎２２番（松橋 武史委員） 分かりました。あ

りがとうございます。

足りなくなった場合、必要な場合については、

担当部の中で、その車椅子が余っているようであ

れば、それを利用したり、また購入する場合につ

いては市で対応するということになるかと思いま

す。

そこで、全体的なことになるのですが、前年

度、当市において車椅子が寄贈された例、何基寄

贈されたのか、もしくは仮に十分ではなくて購入

された数、例があれば確認をさせていただきたい

と思います。

◎福祉総務課長（秋田 美織） 寄附いただいた

車椅子の件数についてお答えをいたします。

福祉目的で利用していただきたいという寄贈者

からのお声があった場合には、福祉総務課が窓口

となって受領しておりまして、昨年度におきまし

ては車椅子１台の寄贈がございました。配置先に

つきましては、全庁的に照会をかけて、優先順

位、破損しているとか、もう使えないとか、そう
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いった順序に応じて配置をしているところです。

◎２２番（松橋 武史委員） そうすると、購入

されたことはないということでよろしいですね、

前年度。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） こちらは市で

車椅子を購入したということはございません。先

ほどの質疑の中で、弥生学園とかで、例えば車椅

子等が必要な児童等が発生した場合、御相談等が

あるとは思うのですけれども、その際は弥生学園

自体が指定管理になっておりますので、指定管理

料の中で対応するという形になります、基本的に

は。どうしてもその中で難しいとなった場合は、

またこちらに御相談いただくというふうになりま

す。

◎２２番（松橋 武史委員） そういたします

と、今、弥生学園では十分だということでありま

して、当市において福祉に関わる車椅子は十分足

りているということでよろしいでしょうか。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） こちらとして

は、現時点では足りていると認識してございま

す。

◎２２番（松橋 武史委員） それは分かりまし

た。弥生学園では十分足りているということを二

度確認させていただきまして分かりました。

市として、福祉部として寄贈を受けるわけであ

りますから、市として他課において必要とされる

車椅子があると思うのですが、それは十分足りて

いるのかどうか。前年度は購入していないという

ことでありますから、足りているということと思

いますが、いかがでしょうか。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） 障がい分野以

外の部分、福祉部全体というお話でございますけ

れども、こちらの部分、手持ちの資料がございま

せんが、こちらちょっと申し訳ないです。答弁は

後ほど資料を集めて……。(「車椅子が足りてい

るか・足りていないかぐらい分かるでしょう」と

呼ぶ者あり）御説明させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、無所属議員の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって、３款民生費に対する質疑を終結いた

します。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、４款衛生費に

対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（佐伯 尚幸） ４款衛生費の

決算について御説明申し上げます。

89ページから98ページの１項保健衛生費は、健

康増進課、新型コロナウイルスワクチン接種対策

室、地域医療課、環境課等に係る経費でありまし

て、予算現額42億119万1000円に対しまして、支

出済額が32億7365万421円で、９億1892万5579円

の不用額となっております。翌年度繰越額は、新

型コロナウイルスワクチン接種事業に係るもので

あります。

不用額の主なものを申し上げます。

90ページの２目予防費12節委託料の６億8691万

793円は、予防接種業務委託料などの支出が見込

みを下回ったことによるものであります。

92ページの３目環境衛生費18節負担金、補助及

び交付金の641万1120円は、水道事業会計への補

助金の支出が見込みを下回ったことなどによるも

のであります。

94ページの５目病院及び診療所費18節負担金、

補助及び交付金の911万1162円は、弘前大学医学

部附属病院高度救命救急センター運営費補助金な

どの支出が見込みを下回ったことによるものであ

ります。

95ページの６目保健活動費12節委託料の3065万

2066円は、妊婦・乳児健康診査業務委託料などの
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支出が見込みを下回ったことによるものでありま

す。

96ページの７目健康増進対策費12節委託料の

5342万9213円は、健康診査業務委託料などの支出

が見込みを下回ったことによるものであります。

98ページから101ページの２項清掃費は、ごみ

の収集運搬、処分及びし尿処理に係る経費であり

まして、予算現額23億9478万1000円に対しまし

て、支出済額が22億2763万3006円で、1667万8494

円の不用額となっております。翌年度繰越額は、

埋立処分場第２次水処理施設改築更新事業に係る

ものであります。

以上で、４款衛生費の説明を終わります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本款につきまして

は、９名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、日本共産党。

◎１番（須藤 江利加委員） 私からは、４款２

項２目、100ページで、説明書でいけば122ページ

にございます、ごみ減量等市民運動推進事業とい

うところをとりわけ伺いたいと思うのですが、こ

ちらに記載のありますキエーロ普及啓発事業とい

うものがあったのですけれども、こちらを、実は

私も活用させていただいておりまして、担当課の

前にいつも土が盛ってあって、箱があるのを気に

していたのを７月、８月と利用させていただいて

います。私も含めてなのですが、あまり知らない

人が結構多い印象だったのですけれども、具体的

に令和５年度にもちゃんと実施されているという

ことでありましたので、キエーロ普及について、

具体的にいま一度、事業概要等を含めて、今の状

況も含めて伺いたいと思います。お願いします。

◎環境課長（葛西 正樹） キエーロとは生ごみ

を土の中に埋めることでバクテリアの働きにより

堆肥化せず分解する容器のことでございまして、

臭いや虫が発生しにくく、一般家庭の方でも生ご

みの減量化に取り組みやすいというツールでござ

います。

市が作成した家庭向けのミニ・キエーロと事業

者向けのメガ・キエーロをモニター事業や転入者

向けのキャンペーンなどで配付し、普及啓発を図

る事業でございます。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

やってみて、本当にごみの重さが大分減るの

で、すごくいいものだなというふうに感じて使っ

ていたのですけれども、これ、今申し上げたとお

り、知らない人も大変多くて、でもしっかりとメ

ガ・キエーロという、より大きなものを４事業所

もやっているということがすごくいいなと思った

のですが、もっと市民の方々にこういったコンポ

ストを活用してもらえるようにする必要があるな

というふうに考えるのですが、こういったことを

小中学校の子供たちにも広く伝えていく必要があ

ると思うのですけれども、この点については何か

今取組とかはなされているものなのでしょうか。

◎環境課長（葛西 正樹） 高等学校にも１校、

配付の実績はございます。

◎１番（須藤 江利加委員） 大分少ない印象な

ので、もっと普及のためにもやっていく必要があ

ると思います。

記載のあるのは令和５年度の話ではあります

が、いろいろと聞き取りであったり、やっている

内容というのも調査しているという話でしたの

で、今後の課題とか展望についてお伺いしたいと

思います。

◎環境課長（葛西 正樹） こちらのミニ・キ

エーロのモニター事業では、利用した結果をアン

ケート形式で回答いただいております。令和５年

度に回答いただいた利用者の反応でいいますと、

おおむね好評で、81％の方が生ごみをうまく処理

できていると回答されておりまして、また93％の
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方は今後も使用していきたいと回答されておりま

す。

１か月の使用で、１人当たりの平均で約２キロ

のごみが処理されているというようなところに

なっております。

事業の効果として、燃やせるごみの排出削減に

つながったと同時に、キエーロをきっかけとして

生ごみとなる残飯や料理くず自体を減らすよう心

がけるようになった方や、環境教育としてお子さ

んと一緒に取り組んだ方もいらっしゃいますの

で、市民のごみ減量に対する意識啓発にもつな

がったものというふうに捉えているところでござ

います。

◎４番（三浦 行委員） ４款１項３目、決算書

92ページ、説明書105ページの弘前市町会連合会

環境衛生推進活動費補助金について、令和５年度

の補助金の活用実績をお伺いします。

◎環境課長（葛西 正樹） 令和５年度の補助金

の交付実績でありますが、175万4000円でござい

まして、こちらは環境美化推進運動補助分として

90万円、ごみ減量運動堆肥製造容器購入補助分と

して１万4000円、アメリカシロヒトリ防除薬剤購

入補助分として84万円を支出しております。

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、創和・公明。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 私からは、４款２

項２目、決算書の100ページ、公共施設等への再

エネ導入調査業務委託料979万円についてお伺い

いたします。

この委託の具体的な成果の概要と、委託先です

けれども、ビオストックとありますが、この会社

の具体的な、どこの会社でどういう内容の業務を

主にやっている会社なのかお伺いします。

◎環境課長（葛西 正樹） まずは調査結果でご

ざいますが、本調査は公共施設等へ再エネ設備を

新たに導入するための調査でありまして、太陽光

発電設備とバイオガス化設備の導入について調査

を行ったものであります。

調査内容としましては、再エネ設備を導入をし

た場合に、二酸化炭素排出量をどの程度削減でき

るか。また、設備の導入方法として、購入やリー

スなどの場合に応じた比較検討を行ったものであ

ります。

太陽光発電設備につきましては、第三大成小学

校、朝陽小学校、大成小学校、高杉小学校、裾野

小学校の５校で調査を実施しております。これら

の学校に設置した場合、年間82.2トンの二酸化炭

素が削減可能であり、補助金の活用などによって

は、設備購入に要した費用を10年程度で回収でき

ると、有事の際の指定避難所などの電源確保にも

つながるということが期待されるというものでご

ざいます。

バイオガス化設備については、西部学校給食セ

ンターに小型の設備を設置したと仮定した場合、

施設から発生する生ごみを１日約500キロ処理で

き、年間23.3トンの二酸化炭素が削減可能であり

ますが、実用化に向けてはプラント設置に要する

費用が高額であること、安定的にバイオマス資源

を確保する必要があるということ、新たな収集運

搬体制の構築などの課題も顕在化したということ

から、さらなる検討が必要だというような結果と

なっておりました。こういった調査結果が得られ

ているというものでございます。

次に、調査を委託したビオストックでございま

すが、こちらＮＴＴグループとして脱炭素・資源

循環事業やＤＸソリューション事業に取り組む企

業でございまして、主にバイオガスプラントの設

計・販売を行っている事業者でございます。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 今の成果の概要を

お聞きしますと、新たにやった場合、施設にそう

いう再エネ設備を導入した場合の調査だというふ

うなことで、小学校とかいろいろな公共施設にこ

れまでもいろいろな再エネの設備を導入している
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はずです。その成果というか、そういうふうなこ

とは今回の委託ではやられていないというふうな

認識でいいのですか。

◎環境課長（葛西 正樹） 過去に設置した太陽

光発電設備設置の効果についての検証というとこ

ろでは、今回の事業には含まれておりません。現

在、公共施設に設置している太陽光発電設備の多

くは、有事の際の災害対応力の向上というところ

を目的としてエネルギーの自立や分散に取り組ん

だというものでございます。そのため、費用対効

果や二酸化炭素削減効果などの検証は行っており

ませんが、御指摘のとおり、既存設備の評価や検

証は、二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指してい

くゼロカーボンシティ推進の観点からも非常に重

要だと思いますので、既存設備の稼働状況や発電

量の把握に努めるなど、経済面や環境面について

も評価できるように検討してまいりたいというふ

うに考えております。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 分かりました。

ぜひ既存施設についてもいろいろと調査して、

どういう効果が上がっているのかというふうなこ

とをお願いしたいと思います。

今後、調査委託したものを具体的にはどういう

タイムスパンで、どういう事業化などを考えてい

るのか、今分かる範囲でよろしいですけれども教

えていただきたいと思います。

◎環境課長（葛西 正樹） 今回の調査結果をど

のように生かしていくかというところでございま

すけれども、調査結果につきましては、小学校と

西部学校給食センターを所管する教育委員会にも

情報共有しております。当課としては、今後ゼロ

カーボンシティ推進のため、施設所管課において

導入に向けた前向きな検討を進めていただきたい

ということで、そのための支援をしていくという

ことを考えております。

◎１４番（畑山 聡委員） 私からは、４款１項

３目、決算書92ページ、説明書105ページになり

ますが、水道事業会計補助金というのがございま

して、その説明書の一番下に物価高騰対策に係る

水道料金減額に要する経費、これは３億8350万

5000円を支出したのだと思いますが、これは昨年

12月の水道料金を、たしか無料化という、１か月

ですけれども、それに使われたのかどうなのか、

まず確認したいと思います。

◎上下水道部総務課長（中村 洋幸） 昨年度の

水道料金の軽減に使われたものかということでの

お問合せですけれども、水道料金の軽減は10月、

11月に基本料金のうち1,000円を減額しておりま

す。その後、12月になってからは基本料金と使用

水量40立方メートルまでの水道料金について減額

をしたものに今回の補助金を充てております。

◎１４番（畑山 聡委員） 私はあまり水道事業

については詳しくないのであれですけれども、た

しか水道事業、上下水道というのは経営の独立性

というのですか、運営の独立性、そういうことを

お聞きしていたように思うのですが、これはこう

いうふうな補助金を水道事業に出せるという法律

上の根拠はあるのでしょうか。

◎上下水道部総務課長（中村 洋幸） 水道料金

の軽減に対しての根拠でございますけれども、基

本的に一般会計から企業会計へ繰り出すことので

きる基準については、総務省が基準を定めており

ます。ただ、今回の物価高騰に対する軽減に関し

ては、この基準の中にはございませんで、別途、

地方公営企業法の規定に基づき繰り出ししたもの

でございます。

◎１４番（畑山 聡委員） ちょっとよく分から

ないのだけれども、ちゃんと基準はあるのだけれ

ども、それとは違って、今回は別途出したもので

あると。そういうふうに一般財源からお金を出せ

ると、そういう方法があるということですよね。

私はよく分からないので聞いているのだけれど
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も。

◎財政課長（種市 穂） 今回、水道料金の軽減

のために一般会計から繰り出しした件ですけれど

も、例えば市の一般会計だと生活困窮者に生活保

護費を出しています。やはり生活支援の部分とい

うのは、一般会計は財源が税金ですので、税でや

るべき世界です。今回、昨年も市から、国の施策

に基づいて、国からいろいろ交付金をもらって、

物価高騰に伴う生活支援とかいろいろ事業をさせ

ていただきました。それもあくまでも税金でやる

べき施策であります。そして今回、水道料金の軽

減をするにも、あくまでも物価高騰に伴う生活支

援の施策ですので、その減収分の部分は一般会計

からの繰り出しで税で補塡した。先ほど上下水道

部総務課長も話したように、国で基準がありま

す。それも例えば通常のやり取りでいくと、一般

会計から消火栓の設置費の部分は一般会計で面倒

を見てくださいと決まっています。これも要は、

消火栓というのは消防活動で、火事が起こったら

必ず、どういう方でも火は消してもらわないとい

けないので、そういうところでは税で負担しま

しょうということで基本的な考え方、料金でやる

べきもの、税金でやるべきもの、そういうような

基本的な考え方は決まっているというところでご

ざいます。

◎１４番（畑山 聡委員） 私はよく分からない

のですけれども、分からないから聞いているので

すが、一般財源から出すことも可能なのだという

ことになれば、早い話が、今は審議会か何か分か

らないけれども、答申によると、今後３年ごとに

料金を上げていくと。その金額の幅も狭めること

も可能なわけですね、一般財源から繰り入れるこ

とによって。それでなくても物価高騰で市民が生

活に苦しんでいて、先般の一般質問でもこのこと

が取り上げられておりましたけれども、それは理

解が間違っているということでしょうか。

◎財政課長（種市 穂） 水道事業はあくまでも

独立採算性を原則としている事業でありまして、

今、料金改定を予定しておりますけれども、これ

はあくまでも水道事業ですので、安心安全な水道

水を市民の方に提供して、そのサービスをして受

益を受けている対価として利用者から料金をいた

だいております。ですので、今回の料金改定の部

分に関しましては、あくまでも今後安心安全な水

道水を供給するためのサービスの維持あるいは向

上のために料金改定をするわけでありまして、そ

れについてはあくまでも料金でやるべき世界で

す。ですので、税で補塡するとかというのは、要

は独立採算性の原則に反するものと考えておりま

す。

◎１４番（畑山 聡委員） しつこいようですけ

れども、安全安心な水道を確保するということは

分かります。そのために水道料金を上げざるを得

ないのだという理屈だと思うのですが、お金を出

せない人は安全安心な水を、十分に恩恵を受けら

れないという話にもなっていくかと思いますが、

これだと言い過ぎでしょうか。

◎財政課長（種市 穂） 恐らく、ちゃんと皆さ

ん水道料金を納めていただいていると思うので、

水道水を使っている方は多分しっかり納めている

と思いますので。

◎１６番（木村 隆洋委員） ４款１項５目、決

算書94ページ、二次救急医療体制確保支援事業費

補助金についてお伺いいたします。

説明書107ページに患者数が書かれております

が、今、２次救急の輪番を、健生病院、弘前総合

医療センター、あと弘前大学病院で行っています

が、令和５年度の３病院の患者の内訳をお伺いし

たいと思います。また、圏域８市町村の市町村別

の患者数も分かればお願いいたします。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） 令和５年度にお

ける２次輪番の３病院の患者数の内訳ということ
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でまず申し上げたいと思います。

令和５年度の２次救急における３病院の受診者

数、トータルでまず申し上げますと、合計１万

5986人、各病院の内訳につきましては、弘前総合

医療センターが7,374人、それから健生病院が

6,757人、そして弘前大学医学部附属病院の高度

救命救急センターが1,855人、合計１万5986人と

なってございます。

次に市町村別ということで、まず津軽地域保健

医療圏の８市町村において受診患者数が多い順か

ら申し上げますと、まず弘前市が１万594人、続

きまして平川市1,719人、次、黒石市649人、藤崎

町558人、大鰐町534人、板柳町444人、田舎館村

324人、西目屋村101人となっております。このほ

か、津軽圏域以外の県内の市町村については628

人。そして県外の市町村は435人となっておりま

す。

◎１６番（木村 隆洋委員） 今、２次救急の輪

番を、先ほども申し上げましたが３病院、総合医

療センター、健生病院、弘大の高度救命で行って

いると。今回この事業に関しては、健生病院、弘

大に交付していると。総合医療センターは運営費

交付金の2.5億円の中で賄っている。以前にも

らった資料でいけば、令和５年度では約1933万円

が弘前の負担分というふうになっております。

令和４年度から弘前総合医療センターが運用を

開始して、津軽圏域の２次救急の拠点になるとい

うふうなお話でありました。

今回の人数を伺っても、約半分程度、１万5000

人余りのうち7,374人が弘前総合医療センターで

患者の受入れを行っているということでありまし

た。これを多いと見るか、少ないと見るかという

のは、ちょっと議論にはなるとは思います。弘前

総合医療センターがかなりの２次救急の拠点にな

るというふうなお話であったので。そういった意

味では、この１次救急、２次救急、３次救急の役

割をきちんと考えておくべきだというふうに思っ

ております。

これから急患診療所も健康づくりのまちなか拠

点に移って拡大されていく。弘前には３次救急と

して、先ほど課長もおっしゃられた高度救命救

急、弘前大学医学部附属病院高度救命救急セン

ターがあります。ここがやはり３次救急の要であ

るべきだというふうに考えるのですが、現状、２

次救急の患者を受け入れざるを得ない。先ほどお

話を伺っても、やはりこの１次救急、２次救急、

３次救急のすみ分けというのは非常に大事だとい

うふうに考えますが、２次救急のこの体制は、

今、３病院で輪番を行っていますが、現状のまま

で問題ないというふうに考えているのかをお伺い

いたします。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） ２次救急の体制

が現状のままでいいのかということでございます

けれども、現在、津軽圏域における２次救急医療

の体制につきましては、先ほど委員もおっしゃっ

たとおり、弘前総合医療センターと健生病院、そ

して弘大の高度救命救急センターの三つの病院の

輪臨番制という体制で実施しており、この体制を

維持することで圏域の住民に対して、休日、そし

て夜間における安定した医療の提供が行われてい

るというところでございます。

この三つの病院のうち、令和４年４月に開業い

たしました弘前総合医療センターでありますけれ

ども、津軽地域保健医療圏における２次救急医療

体制の確保、そして新中核病院としての役割を担

うべく整備されたというところでございますけれ

ども、一方で本来３次救急を担うべき弘前大学の

高度救命救急センターが２次救急も担っていると

いう状況になってございます。

市としては、弘前総合医療センターが津軽圏域

の２次救急の体制にさらにもっと担っていただい

て、そういうふうに考えてございます。
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そこで、弘前総合医療センターに対しまして

は、２次と３次救急、こういった機能分担をしっ

かりとしていただきたいということと、それに対

するために医療スタッフの人員配置を含めた２次

救急医療体制の段階的な強化というものを医療セ

ンターに要望しているというところでございま

す。

◎１６番（木村 隆洋委員） 我々は、弘前総合

医療センターに２次救急の患者の市町村別の負担

割合も含めた形での運営費交付金２億5000万円を

拠出しております。運営費単独だと、恐らく推計

値で約２億円ぐらいなのかなというふうに思って

おります。新聞報道等でも弘前総合医療センター

は救急医が１人しかいないということで、弘前大

学にも派遣の依頼をしているというふうな報道も

なされております。

近隣の医者、先生方にちょっとお話を伺うと、

ちょっと総合医療センターの救急体制をもう少し

充実するべきではないかというふうなお話も、一

人ではない、何人かの先生からも伺っておりま

す。そういった意味では、運営費を弘前市単独で

出しているというところも含めて、もう少し市と

して地域医療を担うという観点からも、言い方を

変えると、もっと口を出していただきたいという

ふうに、そこを願って終わります。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 決算書90ページ、

４款１項２目12節委託料、予防接種業務委託料に

ついて、まず制度の概要と委託先について伺いま

す。

◎健康増進課長（川田 哲也） ４款１項２目、

予防接種業務委託料について、制度の概要と委託

先についてお答えいたします。

この予防接種業務委託料は、予防接種法に定め

られている各種定期接種の実施に伴い、各医療機

関へ支払う業務委託料であり、ＢＣＧや麻疹・風

疹、日本脳炎などのＡ類定期接種のほか、高齢者

に対する肺炎球菌やインフルエンザなどのＢ類定

期接種の業務委託料であります。

ちなみに、現在はＢ類となっている新型コロナ

ウイルスワクチンについては、令和５年度末まで

特例臨時接種であったことから、こちらの決算と

は別に記載しております。

委託の相手方は、主に弘前市医師会と契約して

おります。

委託料の流れについては、市から弘前市医師会

へ一括して支払い、弘前市医師会を通じ各実施医

療機関へ支払われることとなっております。

そのほか、弘前市医師会に加盟していない弘前

大学附属病院や弘前総合医療センターなどとは個

別に業務委託契約を結んでおります。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 流れは分かりまし

た。

決算説明書の102ページに予防接種受診状況が

記載されております。これを見ますと、接種率が

90％を超えているものもあれば、それから10％前

後のものもあるわけです。これはこのように幅が

あっていいのかというふうな形で思うわけですけ

れども、この辺についてどのようにお考えでしょ

うか。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） この決算説

明書102ページの予防接種受診状況のところです

けれども、ここの表の種別に関しましては、国が

定めるＡ類疾病の定期接種のものとＢ類疾病の定

期接種のものがございます。Ａ類の定期接種は先

ほど申し上げましたようにＢ型肝炎等でございま

すが、これは症状が重篤になるおそれがあるた

め、発生と蔓延を予防する目的のものでございま

す。一方、Ｂ類の定期接種は高齢者の肺炎球菌、

インフルエンザで、主に個人の重症化予防を目的

とするものとなってございます。

予防接種法において、このＡ類につきまして

は、その症状の重さ等から接種に関する努力義務
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がございます。また、同時に市町村長は予防接種

を受けることを勧奨するものとするというふうに

されてございます。

このため、市では広報誌などで随時周知は行っ

ているのですけれども、特にＡ類につきましては

対象年齢が低いと重症化リスクが高い、そういっ

たことなどから対象者へ直接案内文書等を配付し

ているため接種率がおおむね高くなっているので

はないかというふうに認識してございます。

ワクチン接種には一定の副反応も伴いますの

で、国においてもあくまで努力義務規定というふ

うにしてございますが、感染予防、重症化予防の

ために、市でも引き続き積極的に周知は図ってい

かなければならない必要があると考えてございま

す。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 特に子宮頸がん予

防接種、これはワクチンです。このワクチンは感

染予防のためには非常に重要であると考えており

ます。見ますと、10％台の接種率であるわけであ

りますけれども、これだとちょっと不足かなと私

も思うのですけれども、これからの市の取組、こ

れまで実施した内容、それから今後に向けた方策

というのがあればお知らせ願います。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） 先ほど申し

上げたＡ類の定期接種につきましては、重篤化す

る危険性が高いと。また、努力義務もあるという

ことから、これまで広報誌等での周知に加えまし

て、出生時や乳幼児健診などの時期に対象者へ個

別に文書を送付したり、また、学校に対して周知

文の配付を依頼するなど、様々取組を進めてまい

りました。

特に国の方針によりまして、ここにもあります

子宮頸がん予防（キャッチアップ)､予防接種受診

状況の表にもございますが、こちらはＨＰⅤワク

チン接種の機会を逃した女性の方を対象とした接

種でございまして、公費負担が本年度末というふ

うになってございますため、広報誌、ホームペー

ジなどのほか、県とも連携しまして、７月にヒロ

ロで実施しました市民の健康まつりなどで映像を

流したり、またさらに商工会議所のほうにちょっ

と時間を頂きまして、経営者の方々へ休暇等の配

慮を直接お願いしたりと。また、さらに未接種の

方の対象者を抽出しまして、春先と７月、８月に

かけて、計２回、個別に案内を送付しているとこ

ろでございます。

今後も、様々な場面でワクチンの重要性につい

て周知を図るとともに、円滑な接種を進められる

よう注力してまいりたいと考えてございます。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 今、答弁の中に、

いわゆる子宮頸がんのキャッチアップが今年度で

終わるというふうなお話をお聞きしました。この

キャッチアップというのは17歳から26歳までの、

いわゆるワクチンをやれなかった方が対象になっ

ているのだと思うのですけれども、これが9.1％

しか接種されていないということで、今年でやめ

るということは、接種を逃した人は網羅できたと

いうことでよろしいですか。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） この子宮頸

がんのワクチンのキャッチアップにつきまして

は、やはり国で一度方針変更したというところも

ございまして、女性の方に関しましては、副反応

に関する、そういった一定の意識があるというと

ころでございまして、接種率が伸び悩んでいると

いうところでございます。

新聞報道でもございましたとおり、県が出した

接種率、今までは１回でも対象者が打ったかどう

かというところで、県全体で50.1％、本日の陸奥

新報にありましたけれども、それと同じ算出方法

でいきますと、当市では同じ程度、50.9％程度と

いうところで、この予防接種受診状況の表とは

ちょっと集計方法が異なるのですけれども、約５

割の方が１回目までは一応打っているというとこ
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ろになっております。

公費負担がなくなると、大体、今、９価のワク

チンを打ちますと、１回に３万円近くかかります

ので、計３回で約10万円かかるというところに

なってきますので、この辺もしっかりと周知しな

がら、ワクチンを３回接種するには６か月必要に

なります。なので、１回目を９月中に打たなけれ

ば、基本的には３回接種を全て完了することは難

しいというところになってございますので、この

辺も引き続き周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 昼食のため、暫時休

憩いたします。

〔午前１１時４２分 休憩〕

───────────────

〔午後 １時００分 開議〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

ここで委員長より理事者の皆様に申し上げま

す。答弁において少し長く感じられるため、可能

な限り簡潔な答弁をいただくことをお願いいたし

ます。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは、４款１項

２目、決算書の91ページ、新型コロナウイルス予

防接種健康被害負担金についてお伺いいたしま

す。

先日の一般質問で、工藤裕介議員からも健康被

害についての質問がありましたが、私からも改め

てお伺いをいたします。

当市において、新型コロナウイルス予防接種に

よる健康被害を訴えている方の症状、また人数、

性別、年齢、また症状が出始めてからの期間を教

えてください。

◎健康増進課長（川田 哲也） ４款１項２目、

新型コロナウイルス予防接種健康被害負担金につ

いて、志村委員の質疑にお答えします。

新型コロナウイルス予防接種健康被害負担金

は、予防接種によって重篤な健康被害が生じ、医

療機関での治療等が必要となった場合に、国の予

防接種健康被害救済制度に基づき、医療費などを

給付するものであり、特に新型コロナウイルスワ

クチンは令和５年度末まで特例臨時接種に位置づ

けられていたことから、その費用については全額

国が負担するものです。

予防接種法等において、医療手当や障害年金、

死亡一時金など給付の範囲や金額が定められてお

り、例えば医療手当の場合は通院や入院の日数、

障害年金の場合は等級により、それぞれ所定の額

が定められております。

令和５年度決算の44万2580円は、国の審査を経

て認定済みの６件のうち、令和５年度中に給付さ

れた計２件の医療費等給付実績となります。

当市においては、現時点で計12件の申請があ

り、６件の認定と１件の不認定が既に決定してお

ります。

男女別の申請件数は、男性が７名、女性が５

名、年代別では10代３名、20代２名、50代１名、

60代３名、70代１名、80代が２名となっておりま

す。

症状は、認定済み６件について、アナフィラキ

シーショック３件、急性心筋炎２件、発熱１件で

あり、発症から改善するまでの期間については、

最短で１日、最長で接種日から現在進行形で２年

後等、まちまちではありますが、全体的には数日

から20日程度が多いようです。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

す。

人によって健康被害が出るまでの期間、また症

状が消失するまでの期間は様々だと思いますが、

認定の結果が出る前に症状が改善された場合でも

給付されるのかお聞かせください。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） 申請から認
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定までは一定期間、国の認定も含めれば年単位と

かかることもございますけれども、その間に症状

が改善した場合におきましても、その間に要した

医療費であるとか医療費手当に関しましては対象

となるものでございます。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。次に移ります。

４款１項７目、説明書の115ページ、がん検診

受診率向上強化対策事業についてお伺いいたしま

す。

受診勧奨の啓発活動強化とありますが、説明書

にあるがん検診受診率の令和４年度と５年度を比

較するとあまり改善が見られないようです。この

受診率が向上しない理由について、市の考えをお

聞かせください。

◎健康増進課長（川田 哲也） ４款１項７目、

がん検診受診率向上強化対策事業につきまして、

がん検診の受診率が向上しない理由について、市

の見解をお答えします。

令和５年度時点では、まだ新型コロナウイルス

感染症の影響が見られ、不特定多数の人々が集ま

る場所への往来を避ける傾向ががん検診の受診控

えにつながっている一つの要因と考えられます。

また、市が実施している五つのがん検診共通の

傾向として、40歳代及び50歳代の受診率が低く、

年齢層が高くなるに従って受診率が高くなる傾向

が見られることから、若いうちはまだがんは身近

な病気ではないという認識があることも受診控え

につながっていると考えられます。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。

今年度、また次年度に向けて、この受診率向上

の改善策があればお聞かせください。

◎健康増進課長補佐（三上 淨子） 受診率向上

に向けてですが、これまでの胃がん内視鏡がん検

診、子宮がん検診、乳がん検診の受診資格につい

ては、年度内に偶数年齢となる方に限定しており

ましたが、今年度からは２年に１回、前年に受診

していない方は全て受診できることとし、昨年度

偶数年齢に到達した方の未受診者の方に対して、

救済措置として本年７月に受診資格証明書を個別

発行し受診勧奨をしております。

来年度からは、また、受診券を発行していな

かった子宮・乳がん検診においても、個別に受診

券を発行することとし、対象者に受診資格を有す

ることを分かりやすく伝えるよう努力してまいり

ます。

また、これまで同様、健康と福祉ごよみ、広

報、ホームページ等でがん検診について広く周知

しているほか、弘前公式ＬＩＮＥにおいても情報

発信をしていきたいと考えております。

働き盛りの世代への対応としては、40歳に到達

した市民に対し、受診勧奨チラシの個別通知も続

けていきたいと思います。

これからの周知活動の中で、がんは決して高齢

者特有の病気ではないことから、若いうちから定

期的にがん検診を受診することが大切であること

を意識づけることで、今後の受診率向上に努めて

いきたいと考えております。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。

先日の一般質問でも訴えましたが、子育て世

代、また職場でも責任ある立場にいるような若い

世代の方たちの受診率を上げることが非常に重要

だと考えますので、今後も積極的な受診勧奨をお

願いいたします。

◎１５番（石山 敬委員） ４款２項２目、100

ページ、説明書120ページにあります、地域エネ

ルギープロジェクト事業化支援事業についてお伺

いいたします。

この事業、再エネとか無駄なものをエネルギー

に変えるということで、我が会派としても非常に
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注目している当該事業ですが、結果はどうだった

のか、まずお伺いしたいと思います。

◎環境課長（葛西 正樹） 本調査は、公共施設

等へ再エネ設備を新たに導入するための調査であ

りまして、太陽光発電設備とバイオガス化設備の

導入について調査を行ったものであります。

太陽光発電設備については、市内の５小学校に

設備を設置した場合、年間82.2トンの二酸化炭素

が削減可能であり、補助金の活用などによって

は、設備購入に要した費用を10年程度で回収でき

るというような結果となりました。

バイオガス化設備については、西部学校給食セ

ンターに設置したと仮定した場合、施設から発生

する生ごみを一日約500キロ処理することで、年

間23.3トンの二酸化炭素が削減可能ではあります

が、実用化に向けてはコスト面や原料確保などの

課題があり、さらに検討が必要であるというよう

な結果となっております。

◎１５番（石山 敬委員） 太陽光発電設備につ

いては、ちょっとメリットは出たけれども、バイ

オガス化設備については、ちょっと問題、課題が

残ったということだったのですが、このバイオガ

ス化の設備についての問題をもうちょっと詳しく

お知らせください。

◎環境課長（葛西 正樹） バイオガス化設備に

関する問題といたしましては、小型バイオガス化

設備導入に要する費用として数億円を要するとい

うことで、処理費用が現行と比べて割高となると

いうところで、経済性を改善するためにはほかの

施設や近隣の事業系生ごみも併せて収集する必要

があることなどが挙げられまして、様々な課題が

明らかとなっているということです。

◎１５番（石山 敬委員） そうすると、小型だ

けだとちょっと効率は悪いけれども、いろいろな

ほかのごみとか、広域で集めて大型化するとメ

リットが出てくるというふうに認識しました。小

型だったので、ちょっと課題が残ったということ

だと思います。

このエネルギープロジェクトは、ＳＤＧｓ未来

都市計画にも当然掲載されておりますけれども、

この計画の30ページには、2024年度以降のバイオ

ガスプラント設置を目指すとあります。今後、小

型ではないけれども、何らかのバイオガス設備を

導入する見込みはあるのかお伺いします。

◎環境課長（葛西 正樹） バイオガスプラント

の設置に当たりましては、バイオマス資源の確保

や収集運搬体制の構築など、検討を非常に深化さ

せていく必要がございます。今年度は、新たに立

ち上げるゼロカーボンシティ推進のための協議会

が発足される予定ですけれども、その改正する協

議会において、民間事業者の方だとか、あるいは

広域でということで、情報共有をするなどという

ことを通じまして、事業化に向けた意見交換と検

討を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

◎１５番（石山 敬委員） 分かりました。

続きまして、４款２項２目、100ページ、搾汁

残渣等エネルギー化システム構築事業についてお

伺いいたします。

これについても、連続メタン発酵の試験結果は

どうだったのか、まずお伺いします。

◎環境課長（葛西 正樹） 連続メタン発酵試験

は、同じ原料を約１か月間投入し、湿式高温の条

件下でメタンガスの発生量を測定するものであり

まして、りんご搾汁残渣、給食残渣、りんご搾汁

残渣と給食残渣の混合物の３パターンで試験を実

施しております。

りんご搾汁残渣は、一般的な生ごみから発生す

るメタンガスと比較して、およそ半分の量が発生

するという結果が得られております。これは、り

んご搾汁残渣が搾りかすであるため、メタンの原

料となる有機物が少ないということが要因として
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考えられます。

メタン発酵する場合のりんご搾汁残渣の大きな

課題といたしまして、搾汁残渣の成分として、炭

素に対する窒素の比率が小さいため、搾汁残渣単

体だけでは安定して発酵できないということが結

果として得られております。

◎１５番（石山 敬委員） ちなみに加工業者か

ら排出される搾りかすの量が年間4,000トンとい

うことで、この残渣量からエネルギー化できる量

についてお伺いします。

◎環境課長（葛西 正樹） この残渣から発生で

きるエネルギー量といたしましては、およそ１ト

ン当たり100キロワットアワーの発電量が期待さ

れますので、先ほどの4,000トンというのは８者

に聞き取りした年間発生する量でございますけれ

ども、この4,000トンを全量エネルギー化できた

と試算いたしますと40万キロワットアワーとな

り、これは目安として、一般家庭約94世帯が年間

で消費している電気量に大体相当するものでござ

います。

◎１５番（石山 敬委員） このりんごかす、搾

汁残渣のことについても、これもＳＤＧｓ未来都

市計画に掲載されております。関連で、今年度は

やられていないと思いますが、今後継続していく

かもちょっと私も分からないところではあるので

すけれども、その計画に実際載っている以上、こ

の計画と当該事業の今後の整合性についてお伺い

します。

◎環境課長（葛西 正樹） こちらの事業につき

ましても、先ほど答弁しました今年度新たに発足

する、開催するゼロカーボンシティ推進のための

協議会におきまして、民間事業者の方々と情報共

有などしていくといったことに向けて、将来の事

業化に向けた協議は進めてまいりたいというふう

に考えているところでございます。

◎１５番（石山 敬委員） 今お聞きした二つの

事業については、全国的にはバイオガス技術はも

う既に確立されておるので、試験段階からではな

くて、ぜひ導入・普及段階に入ってもいいのでは

ないかなというふうに個人的には思っておりま

す。

先ほど言った課題というのは、小型化したため

に課題が残ったということだったので、いろいろ

ある事業系・家庭系の生ごみとか、あとは農業の

残渣、稲わらとか、先ほどのりんごの搾りかすと

か、全部を組み合わせてやることによって新しく

エネルギーも生まれますし、そこから排出される

発酵残渣の堆肥、そういうものもあるので、いい

ことづくめだと思うので、これ弘前単体では

ちょっと難しいと思いますので、事務組合とか、

そういうところと情報共有しながら、ぜひ導入に

向けて検討していただきたいというふうに要望し

て終わります。

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さく

ら未来。

◎１０番（成田 大介委員） 私からは、４款１

項６目、予算書96ページ、説明書111ページ、不

妊治療費助成事業についてお聞かせいただきたい

と思います。

まず、ここ何年かでいろいろ状況が変わってき

ているかとは思うのですが、まず概要をお聞かせ

ください。

◎こども家庭課参事（村田 善彦） 市の不妊治

療費助成は、生殖補助医療と一般不妊治療に行っ

ております。

まず、生殖補助医療ですが、令和３年度まで

は、特定不妊治療として県が国の助成を受けて実

施する青森県特定不妊治療費助成事業の対象者

に、県が助成した額の２分の１を上限に、市が独

自に上乗せして助成を行うことにより、高額な不

妊治療費用が低額に抑えられていたものでありま

す。
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令和４年度からは、公的医療保険の適用となっ

た一方で、県の助成事業が終了したことにより、

これまで国・県の助成によって低く抑えられてい

た自己負担が増えるケースが見込まれたことか

ら、経済的負担により治療を断念してしまうこと

がないように、また、不妊に悩む方が治療に対し

て前向きになるように、市の独自事業として治療

に要した自己負担額の３分の２相当額を助成する

こととしたものであります。

もう一つの一般不妊治療ですが、令和３年度ま

では、１回の治療について１万円を上限に、年度

内２回まで助成しておりましたが、令和４年度か

らは公的医療保険適用となったことに伴い、治療

に要した自己負担額の３分の２相当額を生殖補助

医療と同じように助成した上で、年度内６回まで

助成回数を拡大したものであります。

◎１０番（成田 大介委員） これは令和４年度

から保険適用になったというようなことなのです

けれども、令和５年度の人数、件数というのは、

この説明書にも書いてあるのですが、保険適用に

なった後の人数の推移というものが分かればお聞

かせください。

◎こども家庭課参事（村田 善彦） 生殖補助医

療ですが、令和３年度は特定不妊治療になります

が、こちらは実人数が123人、助成件数が215件と

なっております。令和４年度は、令和３年度の経

過措置分がありまして、こちらが実人数46人、助

成件数57件、公的医療保険適用後が実人数115

人、助成件数が228件。令和５年度が実人数102

人、助成件数207件となっております。

一般不妊治療については、令和３年度が実人数

48人、助成件数48件。令和４年度が、令和３年度

経過措置分の実人数１人、助成件数１件。公的医

療保険適用後が実人数23人、助成件数60件。令和

５年度が実人数35人、助成件数112件となってお

りまして、一般不妊治療の助成件数は年々増加し

ているものであります。

◎１０番（成田 大介委員） 今、答弁でもあり

ました、生殖補助医療と一般不妊治療というよう

なことでしたが、この違いというものをお聞かせ

ください。

◎こども家庭課参事（村田 善彦） 生殖補助医

療は、妊娠を成立させるために人の卵子と精子あ

るいは胚を取り扱うことを含む全ての治療あるい

は方法であり、体外受精、顕微授精、男性不妊の

手術となります。

一般不妊治療は、配偶者間人工授精やタイミン

グ法となっております。

◎１０番（成田 大介委員） ありがとうござい

ます。

さらに、今、本年７月から県による不妊治療費

の助成というものが始まったと思いますが、今後

の市の助成等についてお聞かせください。

◎こども家庭課参事（村田 善彦） 本年７月か

ら実施された県の不妊治療費の助成は、公的医療

保険適用の生殖補助医療の自己負担額を対象とし

ておりますが、公的医療保険適用の一般不妊治療

は助成対象外となっていることから、市による助

成を引き続き行っております。

また、７月１日より前に開始された公的医療保

険適用の生殖補助医療は、県の助成の対象外とな

ることから、こちらについても市における助成を

継続しております。

◎１０番（成田 大介委員） ありがとうござい

ました。

これは、生殖補助医療というものが県の場合は

対象で、一般不妊治療は公的保険が適用されてい

るので、市としては今までどおりに助成していく

という形でよろしいですか。分かりました。あり

がとうございます。

少子化というような中で、この不妊治療という

のは、本当にその御夫婦間にとっては非常に悩ま
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しいといいますか、非常に苦しい治療であるとも

聞いております。一時期、ちょっと私も非常に苦

しみ悩んだときもあったのですけれども、今、や

はりこういう助成といいますか、こういうものが

様々、幾つか出ているというようなところで、何

とか引き続き、市としても、できればもう少し手

厚くなるような施策が講じられればなと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

◎副委員長（外崎 勝康委員） 以上で、通告に

よる質疑は終了しました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、日本共産党の御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、奏望会の

御質疑ありませんか。

◎１２番（齋藤 豪委員） 96ページ、４款１項

６目保健活動費、18節補助金、弘前市健康づくり

サポーター地区活動費補助金というところで、こ

の健康づくりサポーターの地区活動という事業内

容と実績を、もし持っていればお聞かせくださ

い。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） 弘前市健康

づくりサポーター制度につきましては、目標につ

きましては、健康寿命の延伸を目指して個人の健

康づくりを地域や職場、行政などで支え促進する

と。そのために健康づくりをサポートするサポー

ターを市内全域に配置しまして、がん検診の受診

勧奨だとか、健康教室を開催するなど、地区に根

差した様々な健康活動を実施いただいているとい

うところでございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） 具体的にどういう方

で、何名ぐらいで今活動されているのでしょう

か。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） 令和５年度

末のサポーターの人数は285名というふうになっ

てございます。

あと、すみません、先ほど活動の実績というと

ころで答弁漏れでございましたので補足させてい

ただきます。令和５年度の実績としましては、研

修会を１回、地区における活動は様々含め延べ94

回、その他連絡協議会、意見交換会で５回という

ような形となってございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） ひとまずここは置い

ておいて、97ページの４款１項７目12節委託料の

ところで、健康づくり応援人材育成業務委託料と

いうものがあるのですけれども、これは今の健康

づくりサポーターと同じような事業なのでしょう

か。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） 健康づくり

応援人材育成事業というところでございまして、

ここで育成しようとしている方は、健やか協力隊

員ということで、市が弘大と連携して今実施して

ございますＱＯＬ健診の測定に従事する方を健や

か協力隊員と称してございまして、そのＱＯＬ健

診を市内全域で展開していくために、測定に従事

する方々、応援していただく方々を養成している

というところでございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。健康都市弘前ですので、裾野を大いに広げて

頑張っていただきたいと思います。

同じ97ページの４款１項７目12節委託料なので

すけれども、階段でいつでもチルトレ事業標語等

シート作成及び貼付業務委託料なのですけれど

も、この事業は庁内の階段に貼ってあるシートで

よろしいのですよね。であれば、ちなみに何件ぐ

らいの応募があって、今現在、階段に貼っておら

れるのか、持っている範囲でお知らせください。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） この階段で

いつでもチルトレ事業ということで、あまりハー

ドになり過ぎないで健康意識の高揚を図ろうとし

ているものでございます。
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応募に関しましては、令和５年度に実施しまし

て、応募総数は327点というところで、そこから

厳選した64点の作品、あと市のスローガンを合わ

せて148枚のシートを作成して、庁舎等に貼付け

をしたというところでございます。

あわせて、その入賞者、市長賞１名、副市長・

教育長賞各１名、優秀賞１名、佳作10名というと

ころで選びまして、副賞を贈呈したというところ

でございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

決算なので、今後については要望にとどめます

けれども、選ばれた方とそうでない方もおられま

す。また、こういう低額の料金で健康を醸成して

いくというのは、すごくいいことだなと思います

ので、ぜひとも今後とも続けていただきたいと思

います。

◎２８番（田中 元委員） それでは、私から99

ページ、４款衛生費の中でお聞きしたいと思いま

す。

まず、２項２目11節の中の手数料、この内訳に

ついてお伺いをしたいと思います。

◎環境課長（葛西 正樹） 11節手数料の92万

7422円の内訳でございますが、まずは、町田事業

所の不法投棄物処理、公用車点検整備等に25万

9966円、埋立処分場の車両整備に35万7144円、大

石埋立跡地の不動産鑑定業務に30万2500円、ＥＣ

クリーンセンター瑞穂の重機抹消登録等に7,832

円、合計で92万7442円となっております。

◎２８番（田中 元委員） それでは次に、町田

事業所の不法投棄物の処理等に、今、25万9000円

くらいかかっているということでありますけれど

も、この不法投棄物の処理費用の内容についても

お伺いしたいと思います。

◎環境課長（葛西 正樹） 不法投棄物の処理費

用に関しましては、このうちの11万8530円となっ

ておりますが、不法投棄物の内容、こちら、どう

いった場合に使っているかということですが、ご

み集積所に不法投棄された家電リサイクル対象品

やタイヤ等であって、集積所に不適正排出され、

１か月程度経過しても引取りがない収集困難物

を、結局それがあるままですと集積所が使えない

のでということで回収して処分しているというも

のでございます。

◎２８番（田中 元委員） 今までお聞きした内

容は、主には家庭から出るごみ、その他もありま

すけれども、そういう主に処理・処分費用にか

かった費用であります。このことはしっかりやら

れていると、このように評価をいたしております

けれども、各土地にあるごみ、これは当然なが

ら、土地の所有者の責任で処理すると、これは当

然なのですけれども、私が今日ここでお聞きした

いのは、ボランティア団体等々が回収したごみの

処理・処分費用についてでありまして、このこと

は、私は大分以前からお話しした経緯があるので

すけれども、令和５年度も相変わらず、何の変化

もなしということでありますので、あえてここで

お聞きをしたいと思います。

まず、私の知っている団体があります。ボラン

ティアでもって清掃活動もやっています。当然、

手弁当であります。いろいろお聞きしましたら、

ごみを回収していくのだけれども、途中に大きな

粗大ごみ、大型ごみがあったら、見て見ぬふりを

して放置してくると言うのです。なぜか。ごみの

処分費用が多額だからです。これでもって、さっ

き言ったように少ない会費でやっていると。その

処分費用が大変で、このままでは長続きできませ

んと言っているわけです、某団体が。

もう一つ言いますと、私の知っている会社も社

員総出でもって、年２回、清掃活動をしていま

す。当然ながら、道具、お茶、弁当、時には終

わってから焼肉をやるという話ですけれども、全
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て、当然ながら会社持ちでやっています。社長は

いい人で、土日に社員を出すのがかわいそうだか

ら、勤務時間を潰してやっています。社長はそこ

までは覚悟の上だと思いますけれども、いずれに

しましても、いろいろそういうボランティア団

体、会社なりが自前でもって、自発的にボラン

ティア活動をやっているわけです。

そこで、さっきから言っているのは、ネックな

のは最後の処分費用です。私も聞いてびっくりし

ましたけれども、そこそこかかるのですね。よっ

て、市の考えとしては、ボランティア団体等が回

収したごみは、分別して、運搬して、処理費用を

払って処分すると、ここまでがボランティアだと

言っているようなものですね、ここまでは。私の

推測なのですけれども、多分、それはいろいろな

費用を持ちますと、負担してやりますと言えば、

いろいろなところが来て収拾がつかないと思って

いるのかもしれません。

いずれにしましても、そういうボランティア団

体等々が、回収まではいいのだけれども、最終的

に処分費用に非常に苦慮しています。

よって、市として、私が言ったこのことに対し

てどのように考えているのか。そして、これまで

どう対応してきたのか、対処してきたのか。まず

は、このことをお伺いしたいと思います。

◎環境課長（葛西 正樹） まずは、ボランティ

ア清掃で回収された不法投棄物につきましては、

市及び弘前環境整備事務組合の施設であります弘

前地区環境整備センターと、あるいは弘前市埋立

処分場への搬入可能となる、いわゆる一般廃棄物

につきましては、許可申請していただくことで減

免されますので、こちらに関しては費用がかから

ないものになります。

ただし、市の施設に搬入できないもの、家電リ

サイクル品やタイヤ等の処理につきましては、処

理施設を御紹介するなど、指導相談は行っており

ますけれども、確かに処理費用については実施団

体に御負担いただいていると、これが今行われて

いるところでございます。

ただいまのお話で、ボランティア団体が地域の

環境保全を目的として行っているのだから、行政

側で支援するということも考えていただきたいと

いう趣旨のお話だったと思いますが、こちらに関

しましては、背景といたしましては、行政側の支

援については、不法に廃棄物などを投棄しても、

結果的には行政がお金を出して処理するというよ

うな理解につながってしまうということは、基

本、避けないといけないというふうに考えており

まして、そういった観点からも不法投棄物の処理

については慎重な検討が必要となるというふうに

考えております。

ただ、一方で委員からお話があったとおり、ボ

ランティアでやっていただいているのもかかわら

ず、相当な負担になっているという話もございま

すので、他の自治体において、実施例は少ないと

いうふうに聞いておりますけれども、こういった

地域の環境保全を目的としたボランティア活動へ

の支援について、事例等を参考にして、情報収集

を進めて、官民一体となった対策が講じていける

ようなことを調査研究してまいりたいというふう

に考えております。

◎２８番（田中 元委員） 最後の最後は調査研

究をしてみるかというようなお話がありましたけ

れども、ちょっとくどいようですけれども、もう

一つ例を挙げて言わせてもらいたいのですけれど

も、ここはちょっと話をすれば、大体どこかとい

うのは分かるものですから、これはあえて名前を

出しますけれども、岩木山観光協会であります。

ここにも聞きましたら、年２回清掃活動をやって

いまして、ここは相当の人数が集まります。それ

はいいことなのだけれども、問題は最後の処分費

用です、大型のごみの。ごみを回収していけば、
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途中まで行ったら、もう今日はこの辺でやめてく

ださいと。途中でブレーキをかけて、残念なが

ら。なぜか。一日いっぱいやったらごみの処分費

用が出ないからです、ないわけです。協会がもち

ろんお茶を出して、弁当を出してです。さっきも

言ったとおり、回収するまでは、さほど問題なし

です。ところが、最後の最後、土壇場、くどくな

りますけれども、特に大型ごみの処分費用はそこ

そこ高いですね、聞いたら。

今言った岩木山観光協会は場所的にも、沿道は

もちろんですけれども、あそこは津軽国定公園内

にあります。よって、環境問題にも発展しかねな

い、非常に大事な場所でもあると思います。

先ほどお話がありましたけれども、改めて私が

今言った、最終的な団体の処分費用、最後の処理

費用について、市として改めて負担、支援してい

ただけないものかと。このことについて、改めて

市の見解を賜りたいと思います。

◎環境課長（葛西 正樹） 先ほど申し上げたよ

うな事情によりまして、なかなか背景としては非

常に難しいところはありますけれども、繰り返し

になりますけれども、これは弘前だけの問題では

なくて、近隣でも同じような事例はあると思いま

すので、そういったところを調査していきなが

ら、検討してまいりたいというふうに考えており

ます。

◎２８番（田中 元委員） 今までのところは分

かりました。このごみの回収の話はちょっと横に

置いて。最後にもう一回話をさせてもらいます。

先に、今まで話したのはごみを拾い集めます、

処分しますと、こういう話になりましたけれど

も、やはり一義的には、基本的にはやはりごみを

捨てない、ごみを捨てさせない、ここがもう基本

中の基本、原則ですね。ところが、人間というの

は分かってはいるけれどもやめられないというこ

とでありまして、ごみを捨ててはならないという

のは皆さん分かっているのです。皆さんが全員分

かっていながら、なおかつ捨てる人がいるわけで

す。これはいかんともしがたいわけでありますけ

れども。岩木山麓の脇道に入ったりすると、これ

は大分前からなのですけれども、昔からなのです

けれども、ごみを捨てては駄目ですという看板が

出ています。看板の横に粗大ごみだ、大型ごみ

だ、冬タイヤだ、電化製品だと捨てられていま

す。もう嘆かわしい限りであります、本当に。

ただ、これ問題なのは、ごみに印がないもので

すから、これが弘前市民だけが捨てたとは限らな

いわけです。ここが問題です。今私は何を言いた

いかといいますと、これは多分広域でなければ駄

目なのですけれども、環境課がこれまでＰＲにも

務めてきたということは十分承知していますけれ

ども、もっともっといろいろ工夫を重ねて、ごみ

を捨てないと、捨てさせないと、このＰＲにさら

に力を尽くしていただきたいと、このことを私は

要望しておきます。

それから、最後です。駄目押ししますけれど

も、先ほどから言っているように、各団体が集め

た粗大ごみの処分費用を、私に言わせれば莫大に

かかるわけでもないし、これこそ金をどぶに捨て

るというわけでもありません。きれいになる、環

境保全になります。そこで私は何よりも思いがあ

るのは、このボランティアの善意に応えてやりた

い、報いてやりたいなと思うし、このことがひい

てはボランティア団体等の育成ということにつな

がると思いますし、何よりも官民一体でやるべき

仕事ではなかろうかと思うわけであります。よっ

て、その費用を今すぐここで何とかイエスかノー

か言えということは言いませんので、私が言っ

た、こういう団体が集めたごみの最終処分の費用

について改めて検討をしてみますと、このことを

お約束していただけませんか。答えはイエスか

ノーでいいです。
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◎環境課長（葛西 正樹） 様々な背景から貴重

な御提言を頂いておりますので、こちらに関して

は検討はさせていただくということでございま

す。

◎２８番（田中 元委員） 何でここまで私が駄

目押しをするかというと、いろいろ苦慮している

わけです、団体も。観光協会の話もしましたけれ

ども、本当はやめようと思ったのだけれども、市

でいろいろ対応してもらえないから、処理費用に

ついて、令和５年度も１％システムに申し込んだ

わけです。もともと１％システムのやつは一つの

事業にどこまでも金を出し続けるというものでも

ないし、これでは頼りない。改めて、市でもっ

て、ストレートに、直接に支援できるようにお願

いしたいと思います。

◎２４番（三上 秋雄委員） 再度、齋藤委員が

聞いていたところですけれども、96ページ、４款

１項６目を、もうちょっと詳しくお聞きしたいと

思います。

弘前市健康づくりサポーター地区活動費、163

万9000円ちょっとですけれども、この活動費の内

訳、内容をちょっと詳しくお知らせ願います。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） 健康づくり

サポーターの補助金の使い道ということかと思い

ますけれども、この地区活動費に対しては補助金

を支出してございまして、全25地区に交付申請し

た額に応じて、大体10万円を交付しているという

ところでございます。

それぞれの活動の内訳としましては、主なもの

として、健康づくりのイベントに使用する消耗品

ですとか、あとはコピー代、印刷製本費、それと

また町会単位でそういったチラシを郵送するため

の通信運搬費、あと、そういったイベントを実施

する際の会場の借り上げ料というところが主と

なってございます。

◎２４番（三上 秋雄委員） 今、説明がありま

したけれども、各地区でどのぐらい事業を行って

いましたか。サポーターの人数は何人いるのか。

この任期というのは何年なのですか。

◎健康増進課主幹（澤居 吏香子） 健康づくり

サポーターの人数ですけれども、令和５年度で

285名となっております。任期なのですけれど

も、一応、委嘱状を２年に１回交付しております

が、再任は妨げないというふうにしております。

◎２４番（三上 秋雄委員） 今、説明で任期が

２年ということで、再任は妨げないと。替わって

いますか、この方々は。平均年齢は幾つになりま

すか。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） 令和５年度

時点では、男性の平均年齢が65.1歳、女性の平均

年齢が68.5歳、全体で67.8歳というふうになって

おります。

◎２４番（三上 秋雄委員） 健康づくりサポー

ターですので、地域でいろいろな活動をするわけ

ですけれども、60代だから最中ですけれども、最

長で何年ぐらい務めていましたか。私が見ている

と、ほとんど替わっていないでずっと来ているよ

うな感じがするのです。地域でそういう場合、健

康づくりサポーターという、その考え方が合わな

いような気がするのです。替わって、替わってと

増やしていって、そういう活動をしなければ、そ

の人だけがずっとやっているということは、そこ

から地域に広がっていくのかなと疑問に思ってい

ましたので、その点はどうですか。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） 委員がおっ

しゃるとおり、やはり健康づくりサポーターは市

民の健康づくりの基盤となるものでございますの

で、大きく広がっていく、もしくは新陳代謝です

とか、そういったことが重要だというふうには

思っております。やはり、皆さんいろいろお忙し

いとか、そういったところで、人が固定化された

りするというところはどうしてもあるところでは
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ございますが、周知としましては、広報ですとか

ホームページ、また、それからいろいろな活動の

際に、健康づくりサポーターがこれまでやってい

る、頑張っていただいている内容ですとか、そう

いったものをお知らせするとか、研修会、地区活

動のそういったＰＲ等を通して、サポーターの質

を高めるとともに、新たなサポーターがどんどん

生まれてくるような取組をまた仕掛けていきたい

というふうに考えてございます。

◎２４番（三上 秋雄委員） 今、説明いただき

ましたけれども、私はずっと見てきているのです

けれども、たしか１団体10万円ということで各地

区にやっていると思います。この10万円というの

は、余った金は返せよという話だよね、たしか。

使えるお金も、ある程度制限があるということ

で、青森とか、そういうところも代表で行った

り、恐らくそれも含むのかなと思っていましたけ

れども、やっている人は大変だそうです。市の事

業で皆さんはそこにいて、何人来た、来てくれ

た、ただそれだけで終わるようですけれども、そ

こには参加する人たちが大変な御苦労をなさって

いるということを忘れないでほしいなと思ってい

ました。もうちょっと考えた形で、組織をいっぱ

いつくるのはいいです、その負担は市民にあまり

にもしわ寄せがいくと大変なことになりますの

で、もうちょっとそういうところを、いろいろな

組織があると思いますので、整理して、統合する

とか、本当に現場は大変みたいです。夏場の会議

で、前にも話したのですけれども、お茶も出さな

いという話もあって、ぜひそれだけは認めろよと

いう話も私は昔したことがあるのですけれども、

やはりある程度、田中委員が言うボランティアも

度を越すと負担になりますよ。そういうところは

皆さんよく考えて、こっちばかりだけではなく

て、各部・各課でいろいろな組織を持っていると

思います、市民のボランティアみたいな。そうい

うのをちゃんと考えた形でやっていただきたいな

と思います。これは来年また聞きますので、どう

いうふうに変わったか。よろしくお願いします。

◎副委員長（外崎 勝康委員） ほかに、奏望会

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、創和・公

明の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、櫻鳴会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さく

ら未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、無所属議

員の御質疑ありませんか。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 再三、すみませ

ん、健康づくりサポーターの件です。

これは始まってから何年になりますか。それか

ら概要をお願いします。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） 健康づくり

サポーターというところで、御質疑ありがとうご

ざいます。

事業開始年度は平成27年ということで、目的と

しましては、皆様の健康につながるように、地区

に根差した健康イベント、健康活動を実施して推

進していくということを目的とした制度でござい

ます。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 10年近くなるの

かな。これは弘大の中路先生が生みの親で、ぜひ

やってくださいということで、弘大の健康講座を

設けて、サポーターを育てた制度でございます。

推薦されて、その授業に参加した人たちは、これ

ほど勉強したことは人生の中においてなかったと

いう、かなりハードな厳しい勉強の中でサポー
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ターを仰せつかるわけでございます。それほどや

はりサポーターを増やすということは、中路先生

にしてみれば、地面に雨が滴るようにそれを広げ

てほしいという思いがやはりこの制度の中には

あった、息づいていたにもかかわらず、なかなか

サポーターの人数が増えず、固定化されている。

これについてどういう問題をお持ちであると思い

ますか。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） まず、健康

づくりサポーターに関しましては、令和５年度末

で285人というところで、これもこれから、現在

６年度に至りまして、285人というふうになって

ございます。こちらは固定化というところが問題

になっているところでございまして、一方、弘大

の中路先生のところで育成していったものが、

ちょっと似て異なるのですけれども、ひろさき健

幸増進リーダーというものがございます。こちら

はリーダーの延べ人数は1,167人というところに

なっておりますけれども、現在活動しているのは

170人程度なのですけれども、弘大の中路先生の

ところでこの健幸増進リーダーを育成して、あっ

ぷる体操ですとか、そういったイベントを各地区

に出向いていただいて、健康教室をやっていただ

いているところでございます。こちらに関しまし

ては、リーダーが175人というところでございま

すけれども、研修を受けてリーダーになるという

ところで、現在、人員的にも結構、皆さん積極的

に活動していただいて、ある程度充足しておりま

して、また、養成をするというところは、現在の

ところはまだ検討しておりませんので、引き続

き、現在のリーダーのところで、スタッフのとこ

ろで、そういった健康教室を実施して、引き続き

やっていきたいというふうに考えてございます。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 各25地区にそれ

ぞれ分散して、サポーターの人たちが活動をして

いると思うのですが、各地区に参加している地区

住民の延べ人数みたいなのは増えていますか。

◎健康増進課主幹（澤居 吏香子） サポーター

は25地区で活動しているのですけれども、すみま

せん、今、地区住民の参加者数は、ちょっと数字

を持ち合わせておりませんでした。

サポーターの地区で、例えば小学校のバザーと

一緒に共催して活動を、例えば減塩とか、そうい

うところを周知したりとか、本当に大きなイベン

ト、地区の公民館まつりと共催して活動したりと

か、それぞれの地区でいろいろな地区の事業と合

わせて活動しておりますので、集計をするとかな

りの回数、人数となっておりますので、数値につ

いては今現在持ち合わせておりませんでしたの

で、後ほどお知らせできればと思います。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） イベントも大変

有効的なものかなというふうに思うのですが、当

市の、やはり健康寿命をどう育てるか、健康教養

をどう育てるか、そのためにはやはり定期的に、

週１回なり、月何回かなり、定期的に地域に根差

したところにサポーターがいて、地域住民の人た

ちを吸い上げて教育するというのが、元来の一つ

の目的であったような気がいたします。

そういった観点からすると、食の改善とか、い

ろいろなものが網羅されて健康寿命が上がった、

短命県が少し上位にランクされるようになったと

いう総合的な効果が短命県返上に向かうのかな

と。事業そのものに目をやるのではなくて、弘前

市民の健康寿命をどう伸ばすかという視点に立っ

たときに、このサポーター制度というのがどうい

うふうに位置づけられて、そのサポーターがどう

いう働きをすることによって地域住民が健康にな

るのかという、そこのところを根底に考えない

と、サポーターは何人増えたのか、何をしたのか

という数字だけにとらわれないで、きちんとやは

り将来を見据えた内容として活動をしていただき

たい。サポーターになりたくない、なぜなりたく
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ないのか、きついから、そしてなかなか辞めさせ

てくれないとか、どうのこうのという、そういう

ものの原因が何なのか、課題が何なのか、そこの

ところを抽出して広めていくという、もう１回深

く考えて、この制度を少し洗い出していただきた

い、ブラッシュアップしていただきたいという思

いです。よろしくお願いします。

◎健康増進課長補佐（工藤 孝幸） 委員から頂

いた健康づくりサポーターの今後の在り方につき

ましては、市でも、まずサポーターはいろいろ地

区に出向いて、例えばスーパーのところでチラシ

をやったり、減塩のいろいろなお知らせをしてく

れたりとか。あと、市としましても、地区の保健

師と連携したような形で活動もしておりますの

で、サポーターの人々が過度に負担にならないよ

うに、そしてまたサポーターが活動しやすいよう

にというところで、市としても注力してまいりた

いと考えてございます。

◎副委員長（外崎 勝康委員） ほかに、無所属

議員の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認

め、これをもって、４款衛生費に対する質疑を終

結いたします。

──────────────────────

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、５款労働

費に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎商工部長（中村 工） ５款労働費の決算につ

いて御説明申し上げます。

決算書101ページから103ページまでの１項労働

諸費は、商工部及び福祉部に係る経費でありまし

て、予算現額１億2315万6000円に対しまして、支

出済額は9442万4204円で、2873万1796円の不用額

となっております。

不用額の主なものを申し上げます。

101ページの１目労政費12節委託料の704万3465

円は、弘前職業能力開発校移転に伴う設計等業務

委託料に係る契約差額などによるものでありま

す。

18節負担金、補助及び交付金の1967万4045円

は、医療・福祉職子育て世帯移住支援金などが見

込みを下回ったことなどによるものであります。

以上で、５款労働費の説明を終わります。

◎副委員長（外崎 勝康委員） 本款につきまし

ては、１名の質疑通告がございます。

会派を指名いたします。創和・公明。

◎１６番（木村 隆洋委員） それでは、私か

ら、５款１項１目、決算書102ページ、東京圏Ｕ

ＪＩターン就職等支援金と併せてＵターン就職等

支援金についてお伺いいたします。

今回、ＵＪＩターンが決算額1360万円、Ｕター

ン就職等支援金が決算額550万円となっておりま

すが、この令和５年度の当初予算が幾らだったの

かをお伺いしたいと思います。

令和４年度に比べて、この両事業は、かなり減

額したというふうに思っておりますが、その額も

併せてお知らせお願いします。

◎商工労政課長補佐（成田 真也） 令和５年度

の東京圏ＵＪＩターン就職等支援金及びＵターン

就職等支援金の予算額と、令和４年度とを比べて

ということでございますけれども、まず東京圏Ｕ

ＪＩターン就職等支援金でございますが、令和５

年度の当初予算額は520万円となってございま

す。令和４年度の当初予算が1420万円でしたの

で、900万円少ない予算計上となってございまし

た。

続きまして、Ｕターン就職等支援金でございま

すが、こちらは令和５年度の当初予算額が190万

円でございまして、令和４年度の当初予算額800

万円と比べて610万円少ないものとして計上させ

ていただいておりました。

◎１６番（木村 隆洋委員） この両事業、東京
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圏ＵＪＩターンに関しては、令和５年第３回、第

４回定例会において補正を行っております。Ｕ

ターン就職等支援金については、令和５年第３回

定例会において補正を行っております。この両事

業とも、令和４年度に比べて当初予算がかなり減

額された中で補正をＵＪＩターンは２回行ってい

るということも含めて、この補正をして増額した

理由についてお伺いいたします。

◎商工労政課長補佐（成田 真也） まずは、東

京圏ＵＪＩターン就職等支援金でございますが、

昨年２回補正をしておりまして、合計1240万円の

補正をしてございました。Ｕターンについては、

第３回で240万円の補正をしてございまして、こ

ちら両方とも、当初積算した見込みより多くの利

用の相談等がございまして、途中で予算額に不足

が生じる見込みとなったもので、こちらは補正を

させていただいたのですけれども、補正の理由、

相談が増えた理由というところでございますが、

ＵＪＩターン等支援金につきましては、首都圏が

コロナ禍を経て、テレワークというところで働き

方が多様化してきたということで、テレワークの

要件が大分増えたというところも要因の一つだと

思います。あと、ほかにＵＪＩターン就職等支援

金につきましては、令和５年度から子供１人当た

りの加算要件が30万円から100万円に上がったと

いうところも要因の一つとなっていると考えてお

ります。

Ｕターン就職等支援金につきましては、当初見

込んだものより、こちらも多くの相談があったも

ので補正させていただいたものですけれども、こ

ちらの要因としましては、相談件数も年々増えて

いるということがありまして、そちらが結果とし

てこちらに反映されてつながったものではないか

と考えてございます。

◎１６番（木村 隆洋委員） 両事業の交付を受

けた方々の年代とか職業とかの内訳をお知らせく

ださい。

◎商工労政課長補佐（成田 真也） 両事業の交

付を受けた方の年代、職業等でございますけれど

も、まず東京圏ＵＪＩターン就職等支援金は、交

付者が全部で11件ございました。人数にすると25

人でございます。年代ということで、申請した代

表者になりますけれども、20代が２件、30代が６

件、40代が３件の合計11件。職業先でございます

けれども、卸売・小売業が４件、情報通信業が３

件、そのほか建設業、飲食業、農業、製造業と

なっております。先ほどちょっと申し上げました

けれども、11件のうちテレワークが５件ございま

した。

続きまして、Ｕターン就職等支援金でございま

すけれども、こちらが交付件数が15件。人数にし

ますと24人の移住になったのですけれども、年代

の内訳としまして、20代が３件、30代が11件、50

代が１件の合計15件。業種の内訳としましては、

農業が３件、医療・福祉が３件、サービス業、製

造業、飲食業、建設業がそれぞれ各２件、小売業

が１件となってございます。

◎１６番（木村 隆洋委員） Ｕターン就職等支

援金については、今年度の、この前の補正でもま

たさらに520万円追加ということで、東京圏ＵＪ

Ｉターンに関しては、先ほどの質疑の中でも、令

和４年度の当初予算が1420万円だったところが、

これはコロナの影響だと思うのですが、決算額が

260万円という中で、令和５年度は520万円で、か

なり900万円くらい減らされた中でも、２回補正

を組んで1760万円の予算額、決算額が1300万円程

度というふうにも伺っております。令和６年度も

1100万円という当初予算を組んでおります。

ちょっとＵターン就職等支援金に関しては、令和

５年度610万円程度減らされて、令和６年度も予

算額が同じで逆に520万円補正をしているとい

う、ある意味両事業とも、コロナが終わっていよ
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いよ本格的に新しい仕事の形とかも含めて、移住

者が増えてきているのかなというふうに思ってお

ります。

できれば、あまりやたら減額したりとか、やた

ら補正をかけるのではなくて、もう少し見込みを

ある程度持って、これ、財政当局になるのでしょ

うけれども、もう少し多めに持って計画をスター

トしていただければというふうに思います。

◎副委員長（外崎 勝康委員） 以上で、通告に

よる質疑は終了しました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、奏望会の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、創和・公

明の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、櫻鳴会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さく

ら未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、日本共産

党の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、無所属議

員の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認

め、これをもって、５款労働費に対する質疑を終

結いたします。

──────────────────────

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、６款農林

水産業費に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎農林部長（森岡 欽吾） ６款農林水産業費の

決算について御説明いたしますので、103ページ

をお開き願います。

103ページから111ページにかけての１項農業費

は、農業の振興に係る経費であり、予算現額35億

385万755円に対しまして、支出済額は23億6046万

5689円、翌年度繰越額は７億7557万3431円で、３

億6781万1635円の不用額となっております。

翌年度繰越額は、弘前お米とくらし応援券配布

事業及び産地生産基盤パワーアップ事業費補助金

などに係るものであります。

不用額の主なものを申し上げますので、106

ページをお開き願います。

３目農業振興費18節負担金、補助及び交付金の

３億1968万4615円は、新規就農者経営発展支援事

業費補助金の支出額が見込みを下回ったことなど

によるものであります。

111ページから113ページにかけての２項林業費

は、森林や林道の整備及び維持管理に係る経費で

あり、予算現額２億3510万805円に対しまして、

支出済額は１億4554万4820円、翌年度繰越額は

7870万700円で、1085万5285円の不用額となって

おります。

翌年度繰越額は、林道藍内沢田線改良事業など

に係るものであります。

不用額の主なものを申し上げますので、112

ページを開き願います。

２目林業振興費12節委託料の534万4441円は、

林地台帳システム更新業務委託料の契約差額など

によるものであります。

以上であります。

◎副委員長（外崎 勝康委員） 本款につきまし

ては、３名の質疑通告がございます。順次、会派

を指名いたします。

まず、創和・公明。

◎１５番（石山 敬委員） 私からは、６款１項

３目、107ページ、園地登録流動化奨励金につい
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て質疑いたします。

説明書を見ますと、５年度のマッチング件数は

80件とのことでしたが、それこそ令和４年11月か

ら始まって、これまでの登録園地の件数や状況、

マッチングの状況についてお伺いいたします。

◎農政課主幹（三上 大輔） 園地継承円滑化シ

ステムのこれまでの実績についてですが、令和６

年８月31日時点での累計の登録件数が202件、う

ち140件でマッチングが成立しまして、約７割の

園地が新たな受け手に継承されております。

◎１５番（石山 敬委員） 現場の農家の方々

も、このシステムができてから、使い勝手もよく

てということで、非常に喜ばれているところでは

ありますが、このシステムについて、農業者の皆

さんに大分周知されてきているなというふうな実

感はあるのですけれども、このシステム利用に当

たっての双方の問題とか課題とか、捉えているこ

とがありましたらお願いします。

◎農政課主幹（三上 大輔） 本システムの課題

といたしましては、登録した園地の状況などにも

よりますけれども、システムへ登録したとしても

受け手が見つからずに、やむを得ず、出し手が樹

体を伐採・抜根し、システムから取り下げてしま

うといったケースがあるということが課題として

認識しております。

◎１５番（石山 敬委員） 確かに農地はあるの

ですけれども、もう既に伐採してしまったと。要

は生きた状態のりんご畑が手に入らないという方

が結構いらっしゃるということは、私も把握して

いるところでございます。

今のお話の課題というところ、問題に対する対

策など、システムの運用について、今後変更はあ

るのかお伺いします。

◎農政課長（澁谷 明伸） システムの運用の変

更ということでございますが、現在進めておりま

すのが大きく三つございます。

まず、予算上の面になるのですが、これまで受

け手と出し手でマッチングすれば、例えば５反歩

以上の農地であれば、１反歩当たり４万円の奨励

金を出し手に交付しておりました。これは令和４

年11月にシステムが始まったときに、やはり少し

でも出し手、受け手を増やしていきたいというこ

とで、そういうインセンティブのような形で奨励

金を用意したのですが、今、委員もお話しいただ

いたとおり、大分もうこのシステムの認知度が高

まってきている。また、さらに奨励金の要件にも

満たないマッチングというのも大分件数として増

えてきておりますので、まず、この奨励金の当初

の目的は終了したかなと思っておりまして、今年

度末、具体的に申し上げますと、来年３月の農業

委員会の総会でマッチングが図られるもので、こ

の奨励金は終了したいというふうに考えておりま

す。

また、次に、先ほど主幹のほうからも申し上げ

た課題に対してでございますが、これまでやはり

樹体のある園地を登録しているシステムでした。

ただ、残念ながら受け手が見つからずに切ってし

まった。一方で、切ってしまった農地、伐採・抜

根してしまって更地になった農地を探していると

いう農業者の話も聞きました。ですので、例えば

これから自分で新たに新植してみたいとかという

若い農家が、やはりどうしても抜根するとなる

と、そこの費用もかさんでしまうので、抜根され

た後の更地になった農地、あとは今、りんご課が

中心になって放任園の解消を進めておりますけれ

ども、放任園が解消された後の農地、そういう農

地もこのシステムに掲載して流動化を図っていき

たいというふうに考えています。

あとは、三つ目の見直しといたしましては、こ

れまでは出し手の情報だけ、農地の情報だけを出

しておりましたが、よりマッチングを進めていく

ために、受け手、例えばこの地区でこういう農地
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を探しているという受け手側の情報も今度登録し

たいというふうに考えておりまして、やはり地域

の中で新たな受け手を見つけていただくというの

が理想なのですけれども、なかなか地域の中で流

動化が図られなくなったときに、地域外の人でも

やはり農地を探している方はいらっしゃいますの

で、そういう探している人の情報ということも、

このシステムに登録して、このシステムの内容を

より充実させて、農地の流動化を図っていきたい

というふうに考えております。

◎１５番（石山 敬委員） 私も協力金をもって

集積を図るというのはあくまでスタートだけでよ

いと思っていて、決してお金だけではなくて、

マッチングのスピード感とか、そういった今の取

組のほうがより効果的だというふうには個人的に

思っていますので、ぜひこのシステムを、令和４

年につくってから２年ですよね。だんだんバー

ジョンアップして、誰でも使いやすいような、特

に新規就農の方とか、結構皆さんの問合せがあり

ますので、農家の方が欲しい農地をすぐ見つけら

れるように、ぜひ努めていただきたいというふう

に思います。

続きまして、６款１項６目、111ページ、農道

整備事業費等補助金について、令和５年度の交付

実績についてお伺いします。

◎農村整備課長（小倉 洋幸） 令和５年度の交

付実績について申し上げます。

令和５年度の交付実績といたしましては、かん

がい排水事業が８件で640万7000円、小規模農道

整備事業が８件で706万7000円、農地整備事業と

いたしまして、暗渠排水の整備なのですけれど

も、こちらは１件で12万6000円となっておりまし

て、合計17件で交付額が1360万円となっておりま

す。

◎１５番（石山 敬委員） 事業名だけを見ます

と、農道の整備とかというふうに思うのですけれ

ども、ちなみに農業用水の水源確保、例えば井戸

の掘削ですとか、そういったものに活用できるの

でしょうか。

また、過去にそういった水源確保で活用した事

例はあるのかお伺いします。

◎農村整備課長（小倉 洋幸） 今の補助金の農

道整備事業費等補助金ということですけれども、

農業用水の水源確保を目的とした井戸の掘削につ

きましても、当該補助金のかんがい排水事業のメ

ニューを活用することができまして、補助率は総

事業費の50％以内ということになっております。

あと、交付申請はこれまであったかということ

ですけれども、井戸の掘削に関しての交付申請と

いうものは過去にはございませんでした。

◎１５番（石山 敬委員） 過去にはないという

ことでしたが、実は６月の一般質問でもしたよう

に、今年、去年あたりから、りんご農家の皆さん

が水源の確保で結構、大分難儀されているという

状況にあります。国の有利な事業を使ってでも、

７年も８年もかかって、高齢化の今の状態でいく

と待っていられないという声が多々ございます。

したがいまして、市であるこういう事業を活用

して、１年でも早くこういう事業を使って水源を

確保したほうがよいのではないかなというふうに

個人的に思っております。

そこで、補助金あるあるなのですけれども、予

算がないとかという理由で、次の年に回されたり

とかするケースが多々あるのですけれども、これ

からますます水源確保で申込みがあると思うので

すけれども、この農業用水の水源確保を踏まえた

今後の予算確保の考え方についてお伺いします。

◎農村整備課長（小倉 洋幸） まず、これまで

補助金の、委員からのあるあるということのお話

だったのですけれども、実際のところ、これまで

お断りした実績はないのですけれども、やはり毎

年度、多くの交付申請を頂いている状況でござい
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ますので、事業の規模によっては複数年の実施、

例えば農道とかの中であればお願いしているケー

スももちろんございます。

あと、先ほどの一般質問の話もございましたけ

れども、地球温暖化を起因とした異常気象という

ものは、やはり地域によっては農業用水の不足を

生じさせているということも認識しております

し、７年、８年と、県営事業をやると時間がかか

るというのも承知しております。

なので、やはり日本一のりんご生産量を誇る当

市といたしましても、これまでの農道の舗装新設

とか補修とか、側溝整備といった既存事業のほ

か、新規に要望が寄せられている、こういった水

源の確保事業を推進していくことも、当市のりん

ご産業を将来にわたって安定的に持続させるため

の基盤強化につながっていくものと考えておりま

すので、現在行われている新年度予算編成作業の

中で、財政当局とも十分に協議してまいりたいと

いうふうに考えております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） ６款１項３目、

107ページの農作業省力化・効率化対策事業費補

助金についてちょっとお聞きいたします。

この事業は７年ぐらいやられていると思うので

すけれども、非常に農家からも人気があって、な

かなか採択されないというお声もお聞きします。

それで、まず過去３年間の交付件数と採択率。も

う一つは、応募者が多かった関係もあるのか分か

りませんけれども、補正予算を組んだ年度もあっ

たと記憶しておりますので、その辺のところを

ちょっと確認したいと思います。

◎農政課主幹（三上 大輔） 本事業には、農業

機械導入、農業用ハウス整備、集出荷環境整備の

三つのメニューがありまして、過去３年間の採択

率等をそれぞれのメニューごとにお答えさせてい

ただきます。

令和５年度につきましては、農業機械導入は、

応募91件のうち交付件数が57件、採択率は62.6％

でした。農業用ハウス整備は、応募４件のうち交

付件数が４件、採択率は100％でした。集出荷環

境整備は、応募13件のうち交付件数が11件、採択

率は84.6％でした。

令和４年度につきましては、農業機械導入は、

応募195件のうち交付件数が127件、採択率は65.1

％でした。農業用ハウス整備は、応募８件のうち

交付件数が５件、採択率は62.5％でした。集出荷

環境整備は、応募35件のうち交付件数が25件、採

択率は71.4％でした。

令和３年度につきましては、農業機械導入は、

応募130件のうち交付件数が68件、採択率は52.3

％でした。農業用ハウス整備は、応募９件のうち

交付件数が５件、採択率は55.6％でした。集出荷

環境整備につきましては、応募42件のうち交付件

数が22件、採択率は52.4％でした。

また、補正予算につきましては、令和４年度に

増額補正しておりまして、補正した理由につきま

しては、令和３年度までの平均の採択率が60％程

度のところ、令和４年度の当初の採択率が、農業

機械導入においては28.7％、集出荷環境整備にお

いては40％と低い状況にあったことから、例年並

みの採択率になるように補正したものでありま

す。

なお、参考までに令和６年度につきましても、

農業機械導入における採択率が、令和６年度当初

が28.9％と低い状況にあったことから、例年並み

の採択率になるように増額補正しております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） よく分かりまし

た。３年の流れがよく分かったのですけれども、

農業機械が６割ほど採択になっているということ

で、年々、百七、八十件ぐらいは応募があるのだ

と思います。非常に人気があるのかなと思ってお

ります。それで、令和５年度に導入された農業機

械で一番多いものは何かということをちょっとお
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聞きします。

◎農政課主幹（三上 大輔） 令和５年度に本事

業を活用して導入した機械の内訳についてであり

ますけれども、多い順番にお答えいたしますと、

乗用草刈り機が23台、続いて運搬車が11台、高所

作業機が８台、フォークリフトが５台、トラク

ターが３台、その他の機械が16台で、合計66台と

なっております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） ここからが本題で

あります。農業機械ということで、先ほども言い

ましたが、７年で、非常に人気が高い。また、弘

前市民に浸透している事業だと思っております。

そこで、よく私も聞かれるのですけれども、７年

前に１回当たったのだよなと、要するに採択され

たということで、過去に採択されてもまた応募で

きるのかという話になるわけですけれども、その

辺のところの条件とかなんとかがあるのか・ない

のか、その辺のところをお知らせください。

◎農政課主幹（三上 大輔） その条件について

でありますけれども、令和５年度は、過去７年間

に、本事業及び国・県・市の類似の事業の支援を

受けた場合は、本事業の同種の補助メニューの応

募をすることを不可としました。この制限は、よ

り多くの事業未活用の農業者へ支援が行き渡るよ

うに設けたものであり、７年間とした理由は、本

事業において農業機械の導入に対する補助が中心

となっていることから、一般的な農業機械の耐用

年数が７年であることから設定したものでありま

す。

しかしながら、農作業の省力化を行う場合、数

年にかけて段階的に機械の導入を行うケースがあ

るという農業者の声もあったことから、令和６年

度からは農業機械導入のメニューに限り、過去７

年間に補助金を活用して導入した機械と同種の機

械を導入する場合のみ応募を不可といたしまし

て、異なる機械を導入する場合や違うメニューの

農業用ハウス整備及び集出荷環境整備につきまし

ては、７年間使っていても応募できないという条

件はなくしております。

ただし、より多くの方を支援したいという思い

から、過去３年以内に同種の事業を活用した方

は、応募はできるものの事業を活用したことがな

い方より採択の優先順位を低くするとともに、応

募できるメニューを３種類のうち、いずれか１種

類に限定したものであります。

◎２１番（蒔苗 博英委員） よく分かりまし

た。耐用年数の問題で７年ということと、あとは

別の機械であれば、再度申し込んでもいいという

ことで理解をいたしました。ありがとうございま

した。

次に、６款１項３目、107ページ、農産物等輸

出拡大施設整備事業費補助金についてお伺いしま

す。

まず、この事業の概要についてお伺いします。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） この事業の概要

についてでございますけれども、下湯口にござい

ます有限会社ゴールド農園が普通低温冷蔵庫や内

部品質センサーつきＡＩ選果機等の整備を行い、

この整備に係る事業費の２分の１以内の額を補助

した事業で、全額、国の農産物等輸出拡大施設整

備事業費補助金を活用して実施しております。

なお、当該事業につきましては、事業者が５年

後の成果目標を設定しまして、県がその評価を行

いまして、国に報告することが必須条件となって

おります。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 輸出拡大というこ

とで、今は台湾をはじめとして、ものすごい勢い

で輸出がされております。そしてまた好調であり

ます。その好調を経て、この事業が採択されたの

だというふうに思うのですが、いわゆる整備後の

施設の出荷能力といいますか、どのくらいあるの

か、その辺もお知らせください。
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◎りんご課主幹（藤岡 英貴） 本事業により主

に整備されたものといたしましては、普通低温冷

蔵庫と内部品質センサーつきＡＩ選果機でござい

まして、冷蔵庫の収容能力は年間約2,000トン、

箱数にして約10万箱で、選果機の処理能力は、既

存のものでは年間約1,200トンであるのに対しま

して、新設後の選果機では年間約１万2700トン

と、10倍以上の向上が見込めるものとなっており

ます。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 10倍だというお話

でありました。本事業は、輸出対応型の集出荷貯

蔵施設の整備を支援するという国の事業だと思う

のですけれども、この輸出拡大に向けた、いわゆ

る成果目標はどのくらいになっているのかお聞き

します。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） 本事業で導入す

る集出荷貯蔵施設を活用することで、令和２年度

は約10トンであった輸出向け出荷量を、目標年度

の令和10年度には約450トンまで増加させ、ま

た、約400万円であった輸出金額も約２億円まで

増加させることを目標としております。

さらに、令和２年度は香港１か国のみであった

輸出国について、目標年度の令和10年度は、台

湾、シンガポール、マレーシアの３か国を追加し

た４か国とすることを目指しております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 非常に高い目標を

持って輸出に向かうということでありますけれど

も、こういう施設が、今回はゴールド農園という

ことでありましたけれども、以前にもこういうの

があったのかどうかお伺いします。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） これまで、農産

物等輸出拡大整備事業を活用して施設整備を行っ

た事業者は、有限会社ゴールド農園以外では、平

成28年度予算を繰越ししまして、平成29年度につ

がる弘前農協が、悪戸にある河東地区りんご施設

内にりんご選果機を整備したケースが１件ござい

ます。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 分かりました。先

ほど、この機械にはＡＩの選果機ということで、

これからは人の目でなく、ＡＩの目で選果をして

いくということだと思うのです。ここで問題があ

るのは、特に台湾はハリトオシが１匹でも入って

いれば輸出ができなくなります。今回のＡＩの選

果機も導入されたということでありますけれど

も、このモモシンクイガの侵入に対応できるの

か、お伺いします。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） 今回、ゴールド

農園が新たに導入しました内部品質センサつきＡ

Ｉ選果機は、これまで目視で行っていた一時選果

をＡＩが選別することによって、作業員はりんご

の下面、いわゆる下側の部分のみの確認による簡

易な選果が可能となりまして、選果能率の向上と

選果に要する人件費などの経費負担の軽減などに

つながるものでありますが、残念ながら、果肉内

にモモシンクイガが混入したりんごを選別する機

能までは備わっておらず、そもそもそういった被

害果を選別できる機械自体が今のところ存在して

いない状況となっております。

モモシンクイガの混入を水際で食い止めるため

の対応につきましては、令和６年度に県が安全安

心の青森りんご輸出基盤強化のための計画におい

て、モモシンクイガによる被害果の機械選別技術

の実用化に向けた委託公募に取り組むこととして

おり、今後の技術開発が期待されるところであり

ます。

◎２１番（蒔苗 博英委員） ＡＩでもちょっと

無理なのかなというふうなお話ですけれども、た

だ、やはりこのモモシンクイガに対しては、今

ちょうどりんご生産者もわせ種から収穫が始まっ

て、山選果でモモシンクイガを、実際についてい

ますから、選果しています、取り除いています。

だけれども、こういう選果場に入ったときに、い
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わゆる人の目で第一選果の流れのとき、人の目で

病害虫を取っていくのです。なかなか見つけにく

い。穴がちょっとしか空いていない。ですから、

そういうことからすると、このＡＩというのは学

習機能を持って、そしてまた、そういうふうな形

で何回も何回もやっていくとそれを見つけること

ができるという部分も恐らく兼ね備えているのか

なと私は思うので、その辺のところもいろいろと

国に働きかけてやっていければ、非常にいいのか

なと思って、この質疑をいたしました。ありがと

うございました。

◎副委員長（外崎 勝康委員） 暫時、休憩いた

します。

〔午後 ２時４７分 休憩〕

───────────────

〔午後 ３時２０分 開議〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 休憩前に引き続き、

会議を再開いたします。

次に、日本共産党。

◎４番（三浦 行委員） ６款１項５目、決算書

108ページ、説明書143ページ、米需給調整推進対

策費の転作田利用集積支援事業費補助金につい

て、どういう場合に補助が適用されるのか。ま

た、令和５年度の実績をお伺いします。

◎農政課主幹（榊 真一） 転作田利用集積支援

事業費補助金はどういうときに交付されるかとい

うことでございますが、こちらの内容としまして

は、認定農業者や営農組織が行う使用収益権の設

定による土地利用集積に対して、土地利用集積を

して、転作作物を作付することについて、農業協

同組合が助成する経費を補助するものでございま

す。(｢マイクちゃんとやって｣｢最初からしゃべっ

て」と呼ぶ者あり）失礼しました。

この転作田の事業でございますが、認定農業者

や営農組織が行う使用収益権の設定による土地利

用集積を通じた転作作物の作付について、農業協

同組合が助成する経費を補助するものでございま

す。

どういう場合にということなのですが、一つは

新規利用集積。去年、例えば水田をつけていた人

から今年借りて大豆をつけますという場合に、10

アール当たり3,000円以内で補助金を交付する

と。それから、継続利用集積ということで、去年

に人から借りて、例えば大豆をつけていて、今年

も人から借りてそのまま大豆をつけますというよ

うな場合に継続利用集積としまして、10アール当

たり300円以内で補助金を交付するものとなって

おります。

令和５年度の実績でございますが、令和５年度

は合計で約538ヘクタールの土地利用集積に対し

て、311万4000円の補助金を農業協同組合に交付

したものでございます。

◎委員長（佐藤 哲委員） 以上で、通告による

質疑は終了いたしました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、創和・公明の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、櫻鳴会の御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、弘前さくら未

来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、日本共産党の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、奏望会の御質

疑ありませんか。

◎６番（工藤 賢生委員） それでは、私から

ちょっと質疑させていただきます。

６款１項１目、決算書の103ページ。それと、
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６款１項３目、104ページ。説明書で128ページ。

説明書でちょっと説明しますけれども、地域計画

策定推進緊急対策事業があります。これは、農業

経営基盤強化促進法に基づいて業務に当たること

になると思いますけれども、この中で、目標地図

の作成、基本的なものは地域計画の策定、これが

地域の話合いを基にしてつくられる基本的なもの

だと思いますけれども、令和５年度並びに今年度

もやっていると思いますけれども、この取組の状

況について、具体的にちょっと説明願います。

◎農林部参事（千葉 陽平） 地域計画策定の状

況についてお答え申し上げます。

まず、地域計画は令和５年の改正農業経営基盤

強化促進法により、令和７年３月までの策定が法

定化されているものでありまして、これまで市で

策定しておりました人・農地プランに相当する内

容に、10年後に目指すべき農地利用の姿を図示し

した目標地図を加えた計画となっております。

令和５年度におきましては、この計画策定に向

けて、農業委員会から10年後の農業経営意向調査

を行ったところであり、そのほか、地域ごとの座

談会の開催などを行っております。

なお、農業委員会及び地域の皆様の御尽力と御

協力によりまして、意向調査の回収率は74％を超

えたというところであります。

その後、今年度の状況につきましては、昨年度

の農業経営意向調査や座談会に基づいて、目標地

図を含む地域計画の素案につきまして、今年度の

７月、８月と、市内10地区で協議の場を開催いた

しまして、農業者や関係機関の皆様から様々な御

意見を頂戴していたというところであります。

◎６番（工藤 賢生委員） 状況については、あ

る程度分かりました。

今の説明でいきますと、この地域計画は令和７

年３月に策定されるということになりますので、

当然、今までの人・農地プランは廃止されるもの

と認識しますけれども、まずそれでよろしいの

か。

◎農林部参事（千葉 陽平） お答え申し上げま

す。

現在、地域計画は人・農地プランに目標地図を

加えたものという位置づけになっておりますの

で、今後は地域計画に一本化されると申します

か、人・農地プランというものはなくなるという

ことになります。

◎６番（工藤 賢生委員） それでは、この地域

計画策定の中には、目標地図も当然入ってくるこ

とになると思いますけれども、３月までで最終的

にはこの縦覧、公告等をやって、これが適正なも

のになると思いますけれども、あと半年くらいし

かない状況にある中で、今後のスケジュール等に

ついて、どういうことになるか教えてもらえます

か。

◎農林部参事（千葉 陽平） 地域計画策定の今

後についてお答え申し上げます。

まず、地域計画の素案につきまして、目標地図

を含めて、先月、先々月と協議の場を開催いたし

ましたので、それに基づいて頂いた様々な御意見

を反映しながら、今後は、年明け１月、２月に改

めて地区別の座談会を昨年と同じように開催いた

しまして、改めて地域の皆様に地域計画の素案を

確認いただいた後に、令和７年３月の策定を予定

しております。

◎１２番（齋藤 豪委員） ６款１項３目農業振

興費、105ページ、委託料です。107ページにも、

18節負担金、補助及び交付金とあります。昨年12

月補正により、物価高騰対策として弘前市が実施

したお米とくらし応援券について、説明書には、

換金率が11％というふうになっているのですけれ

ども、今現在11％でとどまっているのか、現在の

状況をもし持ち合わせておりましたらお知らせく

ださい。
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◎農政課長（澁谷 明伸） 昨年12月補正で行い

ました物価高騰対策でございますが、３月末現在

では換金率がまだ11％でございましたが、直近で

今押さえているのは８月23日現在になりますが、

市民の方の手元に渡った応援券のうち、利用され

ているのが72％となってございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） 72％の方がお米券を

利用してお米を買っていただいたということです

ね。ちなみに、これはいつまで使えるのか、期限

というのはありますか。

◎農政課長（澁谷 明伸） お米とくらし応援券

の利用は12月31日まで、年内いっぱいでございま

す。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

まさに令和の米騒動、本当に地元から米がなく

なったということで、私も米を作っていますけれ

ども、私のところにも昨年の12月は何でこういう

券を出すのかという意見がありました。私も12日

に今年の米を刈り取ったのですけれども、昨日、

米はないか、譲ってくれないかという声が来まし

た。去年の12月から、よもやこういうような状況

になるというのは本当に誰もが想像し得なかった

ことだと思うのです。

ただ、一般質問でも言ったとおり、弘前市もゼ

ロカーボンシティもやっていますし、二酸化炭素

とか様々な自然環境の変化で、一気にこういうふ

うに状況というのが変わるのだなというのを、本

当にしみじみと感じた年であります。

このお米券についての市民の声や取扱店の声な

ど、何か寄せられているものがありましたらお聞

かせください。

◎農政課長（澁谷 明伸） こちらの応援券を配

付した当時は、今、委員もお話しいただいたとお

り、何で米を買うのが絶対なのだというような声

も、やはり一部からはございました。それはただ

配付の当初の段階だったのですが、やはりその

後、声として頂いているのは、物価高騰がいろい

ろある中で、こういう券をもらえるのは助かると

かという声も頂いておりましたし、あと、今取扱

店舗に、中間の段階でアンケートを１回取らせて

いただきました。約80店舗、７割の店舗の方にお

答えいただいたのですが、昨年よりもお米の売上

げが増えているという店舗が70％ございました。

今回、２キロのお米を買っていただければ、ほか

のものに使ってもいいですということで、私たち

は２キロのお米の消費が増えているのかなという

ことも思ったのですが、実際に聞いてみると、一

番売れているのは10キロのお米、次が５キロのお

米ということで、２キロのお米はやはりそれほど

という結果もありまして、やはり一定程度、お米

の消費という部分と物価高騰の軽減ということに

は少しでもつながったのではないかなというふう

に考えております。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

私も米も作っていますし、りんごも作っていま

す。こういう行政の施策で、本当にタイムリー

で、久々と言えばどうなのでしょうか、私は経験

も短いので、すごくいい企画であったように思い

ます。今後とも、こういう情勢をしっかりとにら

んで、農政を続けていただきたいと思います。

◎２４番（三上 秋雄委員） 私は、有害鳥獣対

策事業について、ちょっとお聞きします。

決算書の107ページ、６款１項３目です。鳥獣

害防止対策事業費補助金の中に、説明書では侵入

防止電気柵の整備とあるのですけれども、令和５

年度の整備実績はどのようになっているのか。そ

れと、その整備がもしあったとすれば、どの地域

にあったのかお知らせ願います。

◎農村整備課長補佐（竹谷 新一） 令和５年度

の電気柵の整備実績についてお答えします。
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令和５年度の実績といたしましては、岩木と東

目屋の２地区で整備しておりまして、岩木地区に

おいては6,592メートル、事業費では749万3000円

ほどになっています。東目屋地区は2,044メート

ルで、事業費200万9000円となっております。

◎２４番（三上 秋雄委員） 今説明がありまし

たけれども、この事業に対して、国の補助事業と

か、そういうのはあるのか。あったとすれば、ど

ういう条件がつくのか、ちょっとお知らせ願いま

す。

◎農村整備課長補佐（竹谷 新一） 市では、平

成20年度から侵入防止電気柵整備事業を進めてお

りまして、国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活

用しております。

本交付金は、整備地域における受益者戸数が３

戸以上であることが条件となりますけれども、地

元農業者などの直営での施工を行うことで、資材

の購入費が定額交付となるなど、受益者の費用負

担なく整備ができるといったメリットがありま

す。

一方で、被害を及ぼす鳥獣の種類によって、補

助対象となる柵の種類が定められておりまして、

具体的には、金網柵やワイヤーメッシュ柵は、イ

ノシシや鹿が交付金の対象となっておりますけれ

ども、当市において被害の多い熊や猿では対象外

となっているところです。

◎２４番（三上 秋雄委員） 今説明があったわ

けですけれども、実は私、嶽の地域の方々から、

この柵について相談がありまして、国の事業でと

いうことで考えていたわけですけれども、いろい

ろな制限があるということを聞きまして、その中

で、嶽の地域の方から要望とか補助で何とかとい

う話はあったのか、ちょっとお伺いします。

◎農村整備課長補佐（竹谷 新一） 嶽地区から

も、要望といいますか、御相談はありまして、今

回の国の交付金の内容を御説明してはおります。

実際に要望までは行っていないということです。

◎２４番（三上 秋雄委員） 当初は嶽の地域の

方々が自前でという話が何かあったらしくて、そ

れで市に相談に行ってみなさいよという話で話が

進んでいました。半分でも補助があれば助かると

いうことで。また、嶽きみは今、全国的にもブラ

ンド化して、弘前市の一つの農産物の名物になっ

ていますよね。栽培している方が、今年はあまり

被害の話が聞こえてこないのですけれども、もし

被害があったときに、あまりにも大きな被害があ

ると栽培する意欲がなくなると思うので、私はあ

えて今日質疑したわけですけれども。嶽地区の、

恐らく広範囲に、地域としてという感じで考えて

いるみたいですので、弘前市として、国の補助事

業がもしも駄目なのであれば、市として単独の補

助事業としてやる気があるか、ちょっとお聞きし

ます。

◎農村整備課長（小倉 洋幸） 今、委員がおっ

しゃったとおり、補助対象メニューにならないと

いうことで、要望を受けていることも承知してお

ります。

先ほどもお伝えしたところではあるのですけれ

ども、市では国の交付金の交付要件を満たすため

には、これまで地域単位で整備事業を進めてきて

おりまして、農業者個人が整備を希望しても活用

できなかったという事例は、おっしゃるとおり過

去にもございました。

市といたしまして、やはり当市における野生鳥

獣の農作物被害というものは、やはり深刻化して

いると認識しておりますので、侵入防止柵の被害

防除対策は、将来にわたって農業生産の安定にも

つながる重要な取組の一つとも考えておりますの

で、こういった国の交付金の対象とならないよう

な防止柵の整備補助についても、また新年度予算

編成過程の中で、財務部ともしっかり協議してま

いりたいというふうに考えております。
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◎２４番（三上 秋雄委員） 私が生産者から聞

いた話なのですけれども、金属製のワイヤーメッ

シュで農地を囲うとか、それが大して効果がある

のだという話を聞いていましたので、そんな整備

をするとお金も大分かかるみたいですので、生産

者保護ということでも、また、観光の面でもかな

り貢献をしている嶽きみですので、ひとつ新年度

にわたって、ぜひ予算化するように、これ部長に

ちょっとお願いしたいなと思っていましたので、

部長から一言。

◎農林部長（森岡 欽吾） 鳥獣被害の防止対策

といたしましては、侵入防止対策が重要な取組の

一つに挙げられておりますので、昨年の状況も

しっかり踏まえて検討させていただきたいと思い

ます。

◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに、奏望会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、無所属議員の

御質疑ありませんか。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 決算書104ペー

ジ、７節報償費、決算説明書は128ページ、初心

者向けりんご剪定講習会についてお伺いいたしま

す。

剪定については、これまでは農業委員会の協議

会しかないというふうに認識しておりました。令

和５年度の当初予算には載っていなかったように

記憶しておりますが、この事業は新規事業でしょ

うか。事業の内容、また開催に至った経緯につい

てお知らせください。

◎農政課長（澁谷 明伸） 初心者向けりんご剪

定講習会でございますが、こちらは委員からお話

があったとおり、令和５年度予算には計上してご

ざいませんでした。開催に至った経緯といたしま

して、実はある生産者から、新規就農者とかの方

が剪定を学ぶ機会がなかなかない。今、剪定を学

ぶ機会とすれば、例えば農協の後継者育成研修と

か、あとはりんご協会の基幹青年養成講座。さら

にその上となると、剪定士養成ということで、や

はり実際に現場で切る体験をすることが、なかな

か学ぶ機会がないという御意見があって、そうい

う機会があったらいいのではないかというのが生

産者からお声を頂いて、ちょっと予算は計上して

いなかったけれども、財務部にちょっと相談し

て、既決予算を流用するような形で今回初めて取

り組んだものでございます。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 現場の状況を大

変よく理解されて、よく早速やってくださったな

という気持ちで、農業者の一人として大変感謝を

しております。

規模拡大をしております。高齢化して生産がで

きなくなった農地を吸収し、規模拡大はするので

すけれども、一番ネックになるのが剪定士がいな

い。なので、もう園主自ら剪定をしている。15ヘ

クタール、20ヘクタールを二、三人の剪定士で

やっているという声を、まずどこからでも聞きま

す。

そういった中で、法人ですと、大きい会社は、

従業員として通年で雇用しています。だけれど

も、日々の日常の作業はできるのですけれども、

剪定作業はできなくて、そこがネックになって規

模拡大ができないというところがありました。

そういう点からすると、何人ぐらいこの研修会

には参加されたのでしょうか。お伺いします。

◎農政課長（澁谷 明伸） 初めての取組でした

ので、正直に言ってどのぐらい集まっていただけ

るか不透明なまま、定員30名ということで募集さ

せていただいたのですが、結果的に79名の方に申

込みいただきまして、県外からも行ってもいいか

という問合せも頂くような形で、改めてニーズの

高さということを感じたところです。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） この事業は高く



－ 362 －

評価したいと思います。

来年度はぜひしっかりと予算計上していただき

たい。10年かかります、一人前になるためには。

そのためにもどうか計上していただきたいなとい

うふうに要望いたします。

◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに、無所属議員

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって、６款農林水産業費に対する質疑を終

結いたします。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、７款商工費に

対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎商工部長（中村 工） ７款商工費の決算につ

いて御説明申し上げます。

決算書113ページから122ページまでの１項商工

費は、商工部、観光部、市民生活部及び岩木総合

支所に係る経費でありまして、予算現額28億7904

万942円に対しまして、支出済額は26億822万4148

円で、２億3038万1794円の不用額となっておりま

す。

不用額の主なものを申し上げます。

115ページの２目商工振興費18節負担金、補助

及び交付金の9194万9077円は、小口資金特別保証

融資制度利子補給補助金及び青森県特別保証融資

制度(経営安定枠)保証料補助金などが見込みを下

回ったことによるものであります。

116ページの20節貸付金の１億円は、工場・Ｉ

Ｔ整備資金融資制度の新規貸付けがなかったこと

によるものであります。

117ページの３目観光費12節委託料の692万9418

円は、さくらまつり新型コロナウイルス感染症対

策業務委託料の契約差額などによるものでありま

す。

122ページから127ページまでの２項公園費は、

都市整備部に係る経費であり、予算現額16億3529

万5718円に対しまして、支出済額は13億8292万

9228円、翌年度繰越額は427万9526円で、２億

4808万6964円の不用額となっております。

翌年度繰越額の継続費逓次繰越は、弘前城本丸

石垣整備事業及び弘前城重要文化財保存修理事業

に係るものであります。

翌年度繰越額の繰越明許費は、地域の公園再生

事業及び公園施設長寿命化対策支援事業に係るも

のであります。

不用額の主なものを申し上げます。

123ページの１目公園総務費24節積立金の２億

3798万6938円は、弘前公園お城とさくら基金積立

金額の確定によるものであります。

以上で、７款商工費の説明を終わります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本款につきまして

は、７名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、弘前さくら未来。

◎２番（工藤 裕介委員） では、私から質疑さ

せていただきます。

まず、７款１項２目、健康医療関連産業創出育

成事業費補助金について質疑させていただきま

す。説明書が154ページです。この交付先を見る

と、Ｗⅰｓｔｅｒⅰａｇｅｎという、この読み方

で正しいのか分からないのですが、こちらの企業

に交付ということになっておりますが、ホーム

ページを拝見させていただいたのですけれども、

事業者の概要が見えにくいところがあったので、

事業者の概要を教えてください。

◎産業育成課産業振興係長（肥後 義和） 補助

金の対象になった事業者の概要についてでござい

ますが、令和５年度の実績は、合同会社Ｗⅰｓｔ

ｅｒⅰａｇｅｎの１件となっております。

当該会社につきましては、令和５年３月１日付

で弘前大学大学院医学研究科ゲノム生化学講座教
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授の藤井穂高氏らが設立したした弘前大学発ベン

チャー企業となっておりまして、遺伝学の分野で

取得・保有している特許技術を用いた創薬支援等

を事業内容としております。

具体的には、製薬会社等を対象といたしました

難治性疾患の創薬標的探索や遺伝子の変異等を高

感度に検出するサービスの提供などを事業として

展開しております。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

弘大発のべンチャー企業ということで、非常に

すばらしい企業だと思います。補助金の補助事業

の内容と結果というものも教えていただければと

思います。

◎産業育成課産業振興係長（肥後 義和） 補助

事業の内容についてでございますが、当該補助事

業対象経費につきましては、知的財産権の導入時

費用に129万8354円、知的財産権導入や顧客との

契約に関する調査等費用に17万9584円、弘前大学

との共同研究費に10万円となっております。

本補助事業の結果、保有する遺伝学分野の知的

財産権を用いて、弘前大学との共同研究を実施

し、がんをはじめとする難治性疾患の治療法開発

のためのゲノム解析等を行った結果、新薬開発な

どに関わる研究結果を得ることができておりま

す。

今後につきましても、創薬支援等に関わる研究

開発の進展状況等を見定めながら、サービス提供

先の確保と事業化に向けた支援を継続してまいり

たいと考えております。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

がんなどの新薬の開発にも寄与する研究結果も

生まれたということでして、企業誘致とかそう

いったことに今、市ではたくさん取り組んでいた

だいていると思いますが、やはりこういったもと

もとまちの企業に、企業にというか、スタート

アップに力を入れていくということも非常に大切

なことだと私自身は思っております。

今年度もこの予算というのは継続していると思

うのですが、事業の今後の見通しも教えていただ

ければと思います。

◎産業育成課産業振興係長（肥後 義和） 事業

の今後の見通しについてでございますが、本補助

金につきましては、健康都市弘前の実現に向け、

市内企業及び誘致企業の健康医療関連産業分野に

おける事業を推進し、本市における健康医療関連

事業の集積及び拡大を図ることとしております。

令和５年度の実績は１件にとどまっております

が、令和６年度につきましては、これまで１件の

交付決定を行っているほか、そのほか企業からも

複数相談を受けている状況となっております。

今後につきましては、弘前大学を中心とした大

学の研究成果を生かしたベンチャー企業や、りん

ご関連の機能性食品など、地域資源を活用した健

康医療関連事業に取り組む企業の掘り起こしに努

め、関係機関とも連携しながら本事業を推進して

まいりたいと考えております。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

最後、要望させていただきます。要望という

か、たくさんのほかの議員の方々も一般質問等で

も言われていると思うのですが、弘前における弘

前大学という位置づけ、非常に大切な機関である

と思っておりまして、そこと連携して、そのアカ

デミックという部分だけにとどまらず、それをビ

ジネス展開させていくというのは、よく弘前大学

病院においては、病院においては臨床医と研究医

とで非常に大きな収入の違いというものもある中

で、研究医はなかなか収入も少ない中で研究費用

というものを大学に捻出していただいていると。

ただ、こういうふうにスタートアップ、ベン
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チャー企業として立ち上げることで研究費用とい

うものを増大して、弘前の中でも強い企業として

成長していく可能性が高いのかなと思っておりま

すので、ぜひ今年度もしっかり御相談いただいて

いる企業と、まずスタート位置に立てるように、

何とか連携していっていただきたいなと思いま

す。これで今回の質疑は終わりにさせていただき

ます。

そして引き続き、また同じ７款１項２目です。

空き店舗対策事業、決算書115ページです。説明

書159ページです。これは令和４年度から継続し

ているものであると思っておりますが、ちょっと

今年度においても中心市街地において非常に事業

をやめられる企業・お店も多かった中で、補助金

以外のところでも何か支援策が必要ではないかと

思っておりますが、今現在取り組まれている、そ

ういった支援策があれば教えていただければと思

います。

◎商工労政課長（福士 智広） 空き店舗対策事

業費補助金以外でも支援策がないかということで

ございますけれども、こちら、今の空き店舗対策

事業費補助金につきましては、中心市街地の空き

店舗で小売業・サービス業の店舗を新規出店また

は移転する際の改修工事費または賃借料の一部を

補助ということで出している補助になりますけれ

ども、それ以外といたしまして、中心市街地の空

き店舗対策として、青森県の融資制度であります

空き店舗活用チャレンジ融資と連携しまして、市

として一部利子の補給及び保証料の補助を行って

おります。

また、創業・起業を支援しておりますひろさき

ビジネス支援センターにおきまして、創業志望者

を対象とした勉強会を開催しているほか、専門の

支援員が事業計画や資金計画の策定から開業ま

で、伴走型で支援を行っております。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

例えば、この補助の中で、①市が指定する道路

に面した１階の空き店舗、②それ以外の空き店舗

ということがあるのですけれども、その空き店舗

の定義というのがちょっと私にとっても分かりづ

らいですし、事業を始めようと夢を描いている、

そういうチャレンジ心を持っている方からも、そ

ういう空き店舗は長いこと空いていないと駄目な

のかとか、そういったことも質問が来たりしてい

たのですが、例えば、居抜きで空き店舗を活用す

るような場合も、この補助金の対象となるのか、

その辺りを教えてください。

◎商工労政課長（福士 智広） 前入居者が施し

た内装や導入設備をそのまま引き継ぐ、いわゆる

居抜き物件と言われる空き店舗を活用して開業す

る場合など、改修費がそれほどかからない場合も

ございますけれども、そういった場合には改修費

補助ではなく、賃借料補助を選択できる補助制度

となっております。こちら、令和２年度に要綱を

改正して、こういった対応をさせていただいてお

ります。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

非常に柔軟に対応できるという点ではありがた

い事業なのかなと思うのですが、過去のデータを

拾ってきて、令和３年度の中心市街地の空き店舗

率というのが14.8％というのは見えていて、今回

の決算説明書にも令和４年度は13.1％に減少して

いたのですが、また令和５年度に15.3％と空き店

舗率が増えているというところで、ちょっとコロ

ナ禍というものも起因している部分もあるのかな

とは思うのですけれども、今年に至っては恐らく

この15.3％から、もしかしたら増えていくのかな

と、普通に考えてそんな感じなのかなと思ってい

るのですが。

ただ一方で、私のところには若い、先ほど冒頭
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にも言いましたが、これからチャレンジしてみた

いという夢を抱いている、そういった市民の方々

からの声が多数寄せられている中で、もしかした

らちょっとこの事業を知らないそういった人たち

も多いのかなと思っておりますが、周知方法はど

のような形でやられていますでしょうか。

◎商工労政課長（福士 智広） 周知方法という

ことでございます。まずは市のホームページのほ

か、ひろさきビジネス支援センターと連携いたし

まして、広く補助金の周知ＰＲを行っておりま

す。

また、チラシも作成いたしまして、各種創業関

連セミナーで配付しているほか、各商店街及び各

商工会議所等の関係機関にも周知依頼を行ってお

ります。

◎２番（工藤 裕介委員） 先日、中三の撤退と

いうか廃業ということもありましたし、これから

何か手を打たないと、どんどんこの空き店舗率が

増えていく状況は、私も今まで以上に物すごく懸

念している部分ではありますので、この補助金を

出せば空き店舗が埋まっていくかといえば、それ

だけでは足りないと思っていまして、先ほど答弁

いただいたように、しっかり伴走型でチャレンジ

した市民に寄り添って、何とか空き店舗率を減ら

していってほしいなと思います。こちらは以上で

ございます。

そして引き続き、７款１項３目、決算書118

ページ、説明書が166ページ、弘前ねぷたｉｎ神

戸2023運営等業務委託料について質疑させていた

だきます。

これはＦＤＡ――フジドリームエアラインズ神

戸－青森線就航による関西圏からの誘客促進のた

めということで、令和４年度もやられていたもの

だと思いますが、今回１日少なくなったというこ

とではあるのですけれども、来場者数も令和４年

より少なかったという結果も出ていて、この事業

の検証といったことを、どのぐらいの効果がある

のかといったことを検証できるようなものが何か

あるのか、その辺りを教えていただければと思い

ます。

◎国際広域観光課長（山内 恒） 事業の検証と

いうことでの御質疑でございますけれども、市と

いたしましては、本事業の誘客効果といたしまし

て、まずは会場の入場者数のほかに、先ほどこち

らの事業がＦＤＡの神戸－青森間の就航のきっか

けに事業を神戸市を含め関西圏からの誘客促進を

図るための事業ということで展開をしておるもの

でございますが、その指標と捉えている一つとし

ては、青森－神戸間の航空便の搭乗率というもの

を注視しております。就航開始した令和２年の神

戸－青森間の平均搭乗率は31.3％であったのです

が、令和５年度、事業２年目になりますけれど

も、令和５年におきます平均搭乗率は65.0％とい

うことで大幅に上昇しているものということでご

ざいます。特に今回、ねぷたを一つのメインテー

マとしたプロモーションということで、ねぷたま

つりの誘客というものも図るという趣旨もござい

ますが、ねぷたまつり期間を含む８月の月間の搭

乗率で比較しますと、令和２年度が31.9％に対

し、令和５年度は83.5％と、令和５年度の中では

最も高い搭乗率というふうになっております。

その搭乗率の後に、青森空港から弘前市にどの

ぐらいの観光客が流れているか、そういったデー

タについては持ち合わせてはおらないところでは

ありますが、今年も５月31日から６月２日にかけ

て、弘前ねぷたｉｎ神戸2024を開催した際に、去

年もその会場におきまして、去年もこのイベント

に出席して今回も参加しましたとか、弘前のねぷ

たまつりに行ってみたいという声、実際に今年の

８月の弘前のねぷたまつりにおいて、イベントを

見て今回来ましたというふうな声もたくさん聞い

ておりますし、私どもとしては、弘前市の認知度
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の向上と一定の誘客効果が図られているものとい

うふうに認識しております。

◎２番（工藤 裕介委員） 最後、要望で終わら

せていただきたいと思うのですが、基本的に民間

の会社とかも業種によってはマーケティング費と

いうものがまちまちではある中で、大体0.3％か

ら１％というのが観光においてのマーケティング

費用というものが試算で出ているのですけれど

も、この事業全体で、神戸プロモーション事業と

いうことで、大体9000万円ぐらいの予算がかかっ

ているということは、言ってしまえば10億円ぐら

いの効果が本来は見込めれば非常に御の字なのか

なと思うのですけれども、先ほどの搭乗率という

ところを見て、８月の搭乗率も85.5％、明確に数

字として現れているところもありますし、これを

８月のみではなくて、通年で、ねぷた以外もたく

さん弘前に観光に来ていただけるように、また来

年度からちょっと事業をもっと別なアイデアも出

しながら続けていってほしいなと思うのですが、

ただ私、兵庫から旅行に来られた３組の家族、観

光客の方とお話ししたときに、ＦＤＡで来たのか

と聞いたら、神戸空港から来たのかと聞いたら、

３組とも全て伊丹から来たということもあって、

それの理由が１日１本、お昼の時間にしかない

と。旅行に関しては、お昼だけであれば、弘前と

いうか青森にせっかく来るのに滞在時間が非常に

少なくなってしまうというところで、これはなか

なか難しいところではあると思いますが、ＦＤＡ

にも何かしらのアプローチをしていただいて、も

うちょっとその時刻、うまくつないでいただける

ようにしていただければよいのかなと思います。

◎７番（竹内 博之委員） 私からは、まず、７

款１項２目、115ページ、中心市街地活性化協議

会支援補助金について、中心市街地についてで

す。

昨日でしたか、新聞でも地価の公表の記事が

あって、なかなか弘前にとって前向きな内容では

なかったなという印象がございます。今、何か対

策しても地価が急激に上がることも恐らくないで

しょうし、息の長いセクションというか、重要な

事業だなと思っています。かつ、それこそ市の歳

入にも関わってくるような部分も多々あると思い

ますので、非常に重要だということをまず前提と

してお話をさせていただきたいと思います。

この活性化協議会におけるいろいろな御意見と

いうか、民間事業者とか商工会議所の様々なメン

バーがいらっしゃると思うのですけれども、この

メンバーの方々は、今の市の施策に対してどうい

う意見とか、これはどちらかというと厳しい声と

かは上がっていないのかなと。これは別に行政だ

けが全ての責任を負うという意図はなくて、やは

り一緒になって行政とか民間が一体となって、そ

の協議会の中で議論をして、活性化ビジョンの

フォローアップとか、推進していくということも

総合計画に書かれているので、そういった参加者

の御意見というのはどういうものなのかお願いし

ます。

◎商工労政課長（福士 智広） 中心市街地活性

化における商工会議所等の御意見ということでご

ざいますけれども、７月に中心市街地活性化ビ

ジョンのフォローアップ、それから今後の中心市

街地活性化基本計画の策定に向けた準備として、

弘前市中心市街地活性化協議会のワーキンググ

ループを開催した際に、いろいろ御意見を頂いて

おります。ビジョンの進捗に係る定量的な評価を

行うとともに、歩きたくなるまちなか形成事業と

か、弘前市健康とまちのにぎわい創出事業、それ

から健康づくりのまちなか拠点整備事業等のビ

ジョンに係る取組についての意見交換も行ってお

ります。

ワーキングでは、空き店舗の補助の拡充を望む

声であったりとか、商店街の強化であったり、日
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常のにぎわいの創出、それから観光客の利便性向

上、それから弘前市健康とまちのにぎわい創出事

業への商店街の関わりなどについて意見が出され

たところでございます。

◎７番（竹内 博之委員） この協議会の中で、

私は一般質問でもちらっと触れたのですけれど

も、中活第３期の計画策定とかについて、いわゆ

る民間事業者から策定に向けた発言とか提案とか

というものは、これまであったのか、そこも確認

させてください。

◎商工労政課長（福士 智広） 計画の策定につ

いての御意見ということでございますけれども、

計画自体の策定については、ビジョンを策定し

て、ビジョンに沿った形での事業を展開する、取

組を進めていく中でも、やはり計画があったほう

がいいのではないかという声も頂いております。

具体的な計画に向けた、こういった取組がいい

のではないかというような具体的な意見について

は、意見の中ではあったのですけれども、今回の

ワーキンググループの中でも、ぜひ今後その計画

の中にそういった、どういった取組を進めていけ

ばいいのかという生の声を、もちろんそれを取り

込んだ計画にしていきたいと考えておりますの

で、そういった声を少し聞いております。

◎７番（竹内 博之委員） 活性化ビジョンにつ

いてちょっと聞いていきたいのですけれども、活

性化ビジョンを見ると、将来の方向性とか、いろ

いろ取り組むべき事業みたいなことも含めて載っ

ていて、活性化ビジョンに照らし合わせたとき

に、今の商店街の状況とか、市の商業の状況をど

ういうふうに評価していますか。

◎商工労政課長（福士 智広） 活性化ビジョン

に係る取組というのは、目標に向けて様々やって

おりまして、例えば、中心市街地協議会など様々

な主体と連携した取組のほかに、各商店街が独自

に実施するにぎわい創出に対する支援であると

か、空き店舗を活用する事業者に対する改修費等

の補助、それからまちづくりプレイングマネ

ジャーとの連携によるエリア価値の向上を目的と

した歩きたくなるまちなか形成事業の展開であっ

たり、健康とまちのにぎわい創出事業での民間事

業者との連携による健康イベント等の開催により

まして、一定の効果はあったものと考えておりま

すが、やはり新型コロナウイルス感染症の影響で

あったり、それによる市民のライフスタイルや社

会環境の変化に加えまして、燃料費や原材料の高

騰による物価高の影響もありまして、中心市街地

の状況を把握する基本指標である歩行者・自転車

通行量、空き店舗率も悪化している状況でありま

して、中心市街地の現状といたしましては非常に

厳しい状態が続いているということで認識してお

ります。

◎７番（竹内 博之委員） 今回質疑するに当

たって、過去の答弁とか質問とかをいろいろ

ちょっと洗ってみて、前議員だった今泉さんが中

心市街地に関していろいろ質問していて、その中

でビジョンをつくるだけでいいのかと。そのビ

ジョン策定に対して否定はしないけれども不十分

ではないかというような厳しい意見も実際あった

と。その上で、私もビジョンを策定して、やらな

いよりやったほうが当然いいし、行政だけに今の

商業状況とか中心市街地の状況の責任があるなん

ていうのは思っていなくて、様々な要因は当然あ

るという上で、このビジョン策定を、役に立った

かというか、そういう検証というのですか、ビ

ジョン策定の検証というものに関して、どういう

評価をしているか。ちょっと同じような質疑にな

るかもしれないのですけれども、その点について

もちょっとお伺いしたいと思います。

◎商工労政課長（福士 智広） ビジョンによる

評価ということでございます。ビジョンの到達状

況の評価といたしましては、ビジョン自体の目標
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という数値目標的なものは設定していないことか

ら、第２期計画、中心市街地活性化基本計画の目

標指標としておりました歩行者・自転車通行量、

それから中心商店街空き店舗率、それから中心市

街地の観光施設等利用者数、それから市全体に占

める中心市街地の居住人口の割合の四つの指標に

よる定量評価と、中心市街地活性化効果測定アン

ケートによる定性評価により評価してございま

す。

まず、定量評価といたしましては、ビジョン策

定時の数値と比較しますと、空き店舗率は悪化し

ておりますけれども、それ以外の三つの指標につ

いては増加・改善しております。ただ、コロナ禍

前と比較すると低い水準となっているところでご

ざいます。

次に、定性評価といたしましては、アンケート

項目のうち、３年前に比べて中心市街地に行く回

数という質問におきまして、変わらないというの

が一番多く57.5％となっているのですが、減った

という回答が29.4％と約３割を占めている状況

で、増えたというのが7.6％と微増してはいるの

ですけれども、前年から回復の兆しは見られるの

ですけれども、３年前に当たるコロナ禍から、や

はり回復には至っていないという状況と捉えてお

ります。

そのため、ビジョンで目指す中心市街地の将来

像と比較した現状については、現状では非常に厳

しい状態が続いていて、活力が低下した状態であ

るものと評価しております。

◎７番（竹内 博之委員） 中心市街地の質疑は

もうこれで終わりなのですけれども、商工ももち

ろんいろいろな人からいろいろな意見ももらっ

て、大変な思いをされているのだろうなというこ

とも想像しますし、しかしながら、一方で民間の

方から見ると、やはりもっとがむしゃらにもがく

というか、一緒にもがいてほしいというような声

も一方ではあると。私たち議員も当然市民の方か

らの声を受けて、こういった場で発言をして議論

をして、やはり同じ方向に一緒に弘前がよくなっ

ていくということが重要だと思うので、その点を

また改めて今後議論していきたいということで、

中心市街地の質疑は終わります。

次、７款１項３目、118ページの観光です。歴

史的建造物利活用の、これ、分散型ホテル構想事

業と、通告の名称とちょっと違うのですけれど

も、令和５年の今回決算ですので、予算書を見る

と100万円予算計上されておりました。新年の弘

前の市政だよりを見ても、市長の挨拶で、歴史的

建造物を利活用した分散型ホテルについては言及

されていて、私としては非常に期待のできる事業

ではないかなと。総合計画の後期実施計画にも位

置づけられていると。

その上で質疑していきますが、決算書にこの名

称そのものが掲載されていないと。当初予算で

100万円盛っていたけれども、どこに行ったのか

ということをまず確認します。

◎観光課長（早坂 謙丞） 100万円について決

算書に記載されていない理由でございますが、当

初、この分散型ホテル構想に向けて100万円を計

上したわけですけれども、年度途中で国の事業の

採択を受けまして、その国の事業が100％、国直

轄の事業であったために、この分散型ホテル事業

につきましては、市の持ち出しはなかったもので

ございます。

その代わり、この100万円を使いまして、歴史

的資源等を活用した高付加価値観光商品化業務委

託料に回して、一緒に歴史的資源を活用した観光

まちづくり事業として、これは総合計画の実施計

画にも両並びで記載されておりますけれども、そ

ちらに充てたものでございます。

◎７番（竹内 博之委員） 国の事業で100％

入ったから今回の決算書に載っていないという理
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解で話をしますが、今回質疑するに当たって、や

はりいろいろな諸先輩方にも相談しながら、質疑

しようと準備を進めていた中で、今、課長が答弁

されたように、当初予算で計上されたものが年度

途中で、国の事業で100％交付決定されました。

市の予算がかからなかったものが、決算書上に何

らかの形で載らないということがこれまであった

のかな。何が言いたいかというと、私たちはこの

決算書に出てきたものに対して事業評価を行うの

で、この分散型ホテルの議論をしようとしたとき

に、気づかなければそのまま行ってしまうわけで

す。その点についてちょっと整理してもらいたい

のですけれども、これ財政も多分関係があると思

うのですけれども、当初予算で載せたものが国の

事業で採択されたから決算書に載らないというこ

とはあり得るということなのか、ちょっとその辺

をお願いします。

◎財政課長（種市 穂） 当初予算に載っていた

のですけれども、決算のときに載っていないとい

うことで、もちろん金額とか政策の重要性によっ

ては、もちろん補正とか、そういうのでしっかり

議会に提示する必要があるかと思います。また、

あと金額、やはり市長の権限で予算の流用で組替

えというのも、もちろん予算の執行とかでは認め

られている話なので、そこの部分では、金額に

よって重要度とかが決まるわけではないですけれ

ども、そういう中でやはり執行の中で組替えとい

うことは過去にあったかと思いますけれども、正

しく予算書に載っていたのが決算書でどうのこう

のというのはちょっと今手持ちの資料がないの

で、絶対というのはちょっと言えないのですけれ

ども、そういうのはあるかと思います。

◎７番（竹内 博之委員） 別に、私が今聞こう

としているのは、そこはそんなに大事なという

か、論点としてはそんなになくて、私は気づいた

から今、中身が実際重要なので質疑を続けますけ

れども、その手続上とか、多分予算の流用で問題

はないのでしょうけれども、例えば未執行予算な

のかどうかとか、そういうのも含めて、やはりそ

の議会で気づかれないみたいなことがあってはい

けないと思うので、事業執行が適切にされたかと

いうのも、この場でしっかり議論すべきものだと

思うので、ちょっとその点は、改めて財政で整理

していただきたいなと思います。これは委員長に

もぜひお願いしたいと思います。

質疑を続けますが、先ほど課長の答弁でもござ

いました総合計画の後期実施計画を見ても、いろ

いろ目的とか、内容とか、期待できる効果と示さ

れております。それらにのっとって考えたとき

に、この事業そのものは今どういう状況なのか。

その進捗とかが順調なのかどうかということにつ

いてお伺いします。

◎観光課長（早坂 謙丞） 歴史的資源を活用し

た事業で分散型ホテル構想について申し上げます

と、この事業は、弘前市には様々な和風、洋風と

いった歴史的建造物が潜在し、貴重な地域資源で

あったり、観光コンテンツの一つであると思って

おります。

一方で入場料の収入だけでは保存・管理してい

くのに経費がかかる。それは公有財産の建物で

あったり、民間の建物、老朽化、空き家の状態と

いうことで、維持・継承が課題であると思ってお

ります。

その中で観光まちづくりを進めていくために、

民間物件ですとか、公有財産の建物をホテル等と

して活用することで、維持・継承に係る財源を捻

出する仕組みづくりの一つとして、分散型ホテル

構想を進めているものでございます。

昨年10月に、プロクレアグループ、弘前商工会

議所、それから当市の３者で連携協定を締結いた

しました。

市におきましては、１月に庁内に関係する部長
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及び課長で構成するそれぞれの行政のワーキング

グループを立ち上げるとともに、それらにプロク

レアグループと商工会議所を含めた事業推進検討

会を立ち上げて、ホテル化に向けた課題と進め

方、様々な規制の緩和の可能性など、今後の方向

性などの調査・検討を進めているところでござい

ます。

また、３者の担当者で構成する検討チームを立

ち上げまして、個別具体の建物を想定して、ホテ

ル化に向けた調査研究も進めているところでござ

います。

◎７番（竹内 博之委員） 今の歴史的建造物、

そういう文化とか歴史を継承していくには、維持

管理で当然お金がかかっていくから、収益性で埋

めるようなことも見据えての今の事業だと思うの

ですが、維持管理費が果たして幾らかかるのかと

いうのが、今、観光だけなのですけれども、毎

年、例えば市が５億円、10億円、維持管理にかか

るものに対して、それを経常的に出していくとい

うのであれば、なかなかうまくないということ

で、収支をきちんとつくるに当たって、その維持

管理の見通しをある程度押さえておく必要がある

と思うのですけれども、ちょっとその点もお願い

します。

◎観光課長（早坂 謙丞） 収支を含めまして、

今、詳細に検討を進めているところなのですが、

持っている資料といたしまして、コロナ前の2019

年の弘前市の公共施設カルテというのがありまし

て、これは公表されておりますが、歴史的建造

物、50年を経過した建物だけの維持管理費だけを

足し上げていきますと、年間約３億円の経費がか

かっているというのは分かっております。

◎７番（竹内 博之委員） また事業の中身に議

論を移っていきたいのですけれども、これ、市だ

けではなくて、先ほど商工会議所とかプロクレア

の３者で進めているという話でしたけれども、事

業の進捗に伴って、いろいろなハードルとか、ボ

トルネックになる部分というものが多々あると思

うのです。それはどういうふうに認識をしており

ますでしょうか。

◎観光課長（早坂 謙丞） これまで進めてきま

した調査・検討に基づきまして、公有財産の建物

をホテルとして活用していくことを個々具体に検

討している過程で、市の建物については、現在庁

内でより詳細に検討していかなければならないだ

ろうと思っております。

具体的なものとして、市民や施設をこれまで利

用している方への影響や配慮ですとか、それから

改修等に係る必要な予算規模ですとか、ホテル化

により一定の財源を確保した場合でも、それが持

続的に維持管理できて、ホテルとしても安定的に

運営していくことができる事業スキームになって

いるかなど、事業性とか収益性、さらには市場性

などの観点から、現在観光課を中心に検討してい

るところでございます。

◎７番（竹内 博之委員） 同じような答弁が

返ってきそうなのだけれども、今後の見通しと

か、いつまでに何をみたいなところは、具体的な

もので何か示せるものがあればいいなと思うので

すけれども、いかがですか。

◎観光課長（早坂 謙丞） 大変申し訳ありませ

んが、繰り返しにはなりますけれども、今そうい

う状況で詳細に、まずは私たち行政は行政、それ

から会議所は会議所、プロクレアグループはプロ

クレアグループで、それぞれの役割で検討をして

おりまして、来週にでも３者で検討・協議する機

会を設けておりますので、しっかり協議を重ね

て、公表できる段階になりましたら、速やかに発

信していきたいと思っております。

◎７番（竹内 博之委員） 一般質問でもちょっ

とまたやろうと思います。

もう一つ、歴史的建造物の利活用に関係して。
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今年の春頃ですか、新聞報道では翠明荘の報道が

ございました。民間で活用されていくのではない

かなと思っていて。市が進めている歴史的建造物

利活用分散型ホテル事業で、この翠明荘はどうい

う位置づけなのかなと思っていて、その点をお伺

いします。

◎観光課長（早坂 謙丞） 民間の歴史ある建物

として利活用していただいて、それがホテル、飲

食店等ということになれば、それは一緒に意見交

換、情報共有しながら進めていきたいとは思って

おります。

◎７番（竹内 博之委員） やはり弘前市全体で

進めていくべき事業だと思うので、行政の枠組み

とかだけではなくて、民間の部分でも同じ方向性

で進めるものに関しては、やはり情報共有もして

いただきたいですし、連携できる部分というもの

はしっかり進めていっていただきたいなと思いま

す。この点についての質疑は終わります。

最後、もう一つ通告で、７款１項６目、121

ページ、星と森のロマントピアの在り方検討につ

いてということで、これは調査結果が出たのを頂

いて見させていただきました。すごくボリューム

があって、様々な検討の切り口があるのだろうと

思います。具体的な中身について、多分ここで質

疑してもなかなか時間も要すると思うので、私か

らは１点だけ、どうなっていくのかなというの

と、あと、それこそいつまでにある程度の見通し

が見えるのかということと、これは様々な検討課

題がありますけれども、あの場所にどれだけの事

業規模というか、想定しているお金のかけ方みた

いなところを最後にお聞きしたいと思います。

◎観光課長（早坂 謙丞） ロマントピアにおけ

る在り方検討でございますけれども、まず現在、

令和５年度に決算でつくりました在り方基礎調査

というところで、ロマントピアの運営に係る全体

的な課題ですとか、それから事業スキームですと

か、それから課題解決のために活用が想定される

事業手法ですとか、そういうのを行ってございま

す。

いろいろ課題はあるのですけれども、21者にヒ

アリングを行いましたら、４者が興味を示してお

りまして、今年度に入りまして２者から連絡があ

りましたので、現在６者が関心を寄せているとい

うところでございます。

今後、今年度、市場調査を行いまして、利活用

の案を出してもらいまして、市としてロマントピ

アの在り方というものを決定していくということ

になりますので、あそこの場所をどのぐらいの予

算規模でやるかというのは、これからの話になり

ます。

ただ、今年、地域に入りまして、相馬地区の町

会の方々と意見交換をした際には、ぜひあの場所

にまた施設をどのような形であっても残してほし

いというような御要望も受けておりますので、そ

ういった御要望も踏まえながら、検討して進めて

まいりたいと思っております。

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、日本共産党。

◎４番（三浦 行委員） ７款１項３目、決算書

119ページ、説明書167ページ、弘前市インバウン

ド推進協議会負担金について、概要、特に外国の

方の観光と宿泊増に向けた取組についてお伺いし

ます。

◎国際広域観光課長補佐（花田 美賀子） 当市

や経済団体、宿泊事業者等で組織する弘前市イン

バウンド推進協議会は令和５年度に、東アジア、

東南アジアを中心とした誘客プロモーション事業

を展開しております。

このほか、民間事業者競争力強化支援事業、海

外向け誘客ツール等制作事業を実施いたしまし

た。

具体的には、誘客プロモーション事業につきま

しては、台湾の旅行会社に対しまして、リモート
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や現地訪問によるセールスを行ってまいりまし

た。弘前公園等の観光資源のほか、りんごのもぎ

取り体験、そして冬のりんご宝探し等の体験型観

光コンテンツを紹介しまして、商品造成に向けた

ＰＲをいたしました。

また、民間事業者競争力強化支援事業につきま

しては、市内の観光施設やホテル、飲食店等を営

む観光関連事業者が行います、外国人観光客の誘

客促進及び受入環境整備に係る取組に対する支援

といたしまして、１件につき10万円を上限に、取

組に係る経費の２分の１を補助いたしました。

令和５年度は、３事業者に補助金を交付しまし

て、市内施設、店舗におけるパンフレット、メ

ニュー、店頭看板の多言語化を推進したところで

あります。

このほか、海外向け誘客ツール等制作事業につ

きましては、季節ごとの景色やグルメなどの当市

の魅力ある観光コンテンツをインスタグラム等で

情報発信を行いまして、当市への誘客促進、宿泊

に向けた取組を図ってきたところでございます。

◎委員長（佐藤 哲委員） お諮りいたします。

審査の途中ではありますが、本日の審査はこれ

までにとどめ、明20日、引き続き７款商工費から

審査することにいたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認め、

明20日、引き続き７款商工費から審査することに

決定いたしました。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 以上をもって、本日

の日程は終了いたしました。

次の予算決算常任委員会は、明20日午前10時開

議といたします。

本日は、これをもって散会いたします。

〔午後 ４時３９分 散会〕
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委 員 長 佐 藤 哲

副委員長 外 崎 勝 康


